
れ
る
）
と
峻
別
す
べ
き
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う
認
識
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
世
人
身
売
買
再
論

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
奉
公
契
約
の
仮
装
が
、

近

世

人

身

売

徳
川
時
代
の
人
身
売
買
の
特
質
は
、
遊
女
奉
公
と
い
う
女
子
の
人
身
売
買
に
具
象
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
人
身
売
買
の
禁
制

の
も
と
に
、
そ
の
禁
制
を
骨
抜
き
に
す
る
意
味
で
（
禁
制
の
例
外
規
定
と
し
て
）
、

か
か
る
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
奉
公
契
約
の
仮
装
ー
ー
布
韮
な
叩
奉
公
契
約
を
雇
傭
契
約
の
歴
史
に
お
い
て
如
何
な
る
系
譜
に
位
置
づ

け
る
か
、
如
何
な
る
類
型
と
し
て
把
握
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
養
子
縁
組
の
仮
装
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
中
田
薫
氏
は
、

ら
契
約
へ
と
い
う
理
論
に
即
し
て
か
か
る
奉
公
契
約
の
仮
装
ー
す
な
わ
ち
身
売
的
年
季
奉
公
を
人
法
的
身
分
法
的
支
配
関
係
の
段
階
に

真
の
意
味
の
奉
公
契
約
（
中
田
氏
は
こ
れ
を
近
世
の
普
通
年
季
奉
公
に
認
め
ら

と
に
人
身
売
買
（
遊
女
奉
公
）
を
公
認
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。

〔論

説〕

買

再

論

（
七
一
七
）

奉
公
契
約
の
仮
装
が
、
当
時
の
法
思
想

そ
の
よ
う
な
仮
装
的
奉
公
契
約
の
本
質
を
究
明
す
る
上
に
、
極
め
て
重

メ
イ
ン
の
身
分
か

奉
公
契
約
の
仮
装
な
い
し
は
養
子
縁
組
の
仮
装
の
も

石

尾

芳

久



げ
ら
れ
た
事
例
が
、

第
事

第
二
七
巻
第
五
号

に
お
い
て
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
徳
川
時
代
の
人
身
売
買
を
禁
止
し
た
最
古
の
法
令
で
あ
る
京
都
所
司
代
板

一
人
之
売
買
之
事
、
従
往
古
、
老
若
男
女
堅
停
止
也
、
於
背
此
旨
、
先
売
手
か
ら
め
と
ら
へ
令
闊
所
、
速
二
可
令
殺
害
、
被
売
候
者
ハ

則
親
之
所
え
可
返
、
無
親
ハ
親
類
之
所
え
可
渡
、
無
縁
之
輩
者
其
者
之
可
任
心
、

過
怠
之
籠
舎
可
申
付
事
、

『
其
身
親
類
合
点
』
を
牧
英
正
氏
が
、
本
人
と
親
の
合

又
者
代
物
者
依
買
申
科
不
及
沙
汰
、
其
上
買
人
も

附
、
女
子
傾
城
遊
女
二
成
共
、
其
身
親
類
合
点
二
而
於
金
銀
取
候
者
、
奉
公
人
之
作
法
二
可
仕
、
年
月
之
分
限
者
、

『
其
身
親
類
合
点
二
而
』
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
武
家
厳
制
録
の
「
京
都
所
司
代
板
倉
氏
父
子
公
事
扱
掟
条
々
」
に
は
、

之
合
点
に
て
』
と
あ
り
、
其
身
（
本
人
）

べ
き
で
あ
り
、

可
為
書
物
次

『
其
身
又
親
類

の
合
点
と
親
類
の
合
点
の
意
で
あ
る
こ
と
が
、
明
白
と
な
る
。
後
年
の
奉
公
人
請
状
に
『
親
類

相
談
、
当
人
得
心
之
上
』
と
し
て
、
あ
る
い
は
『
女
子
得
心
之
上
』
と
し
て
記
載
さ
れ
る
文
言
特
記
の
源
流
（
石
井
良
助
氏
は
、
こ
れ
を
要
件

と
み
な
さ
れ
て
い
る
I

「
古
法
制
雑
考
（
五
）
」
）

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

意
と
解
さ
れ
た
こ
と
（
「
雇
傭
の
歴
史
」
二
四
七
頁
）
は
、

倉
氏
新
式
目
全
五
十
九
条
中
の
第
二
十
九
条
に
認
め
ら
れ
る
。

関
法

そ
れ
故
、

正
当
な
解
釈
と
は
い
え
な
い
。
合
意
は
『
相
対
』
の
概
念
に
即
し
て
考
察
さ
れ
る

『
相
対
』
と
『
得
心
』
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
牧
氏
が
当
人
得
心
と
相
対
と
を
混
同
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
氏
の
あ

『
夫
と
相
対
仕
り
、
遊
女
奉
公
に
罷
り
出
』
云
々
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
（
同
書
、
二
四
六
頁
）
。

右
の
板
倉
氏
新
式
目
の
条
文
が
、
人
身
売
買
禁
止
の
規
定
と
な
ら
ん
で
、
附
記
と
し
て
禁
止
を
骨
抜
き
に
す
る
よ
う
な
女
子
人
身
売
買

（
七
一
八
）



『
奉
公
人
之
作
法
』
（
奉
公
契
約
の
仮
装
）
を
把
握
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
は
、

こ
れ
を
身
分
の
系
譜
に
あ
る
も
の
と
し
て
、

注
目
に
値
し
、

法
』
ー
奉
公
契
約
の
仮
装
の
も
と
に
公
認
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
の
意
味
の
奉
公
契
約
と
異
る
こ
と
は
、

女
子
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
『
奉
公
人
之
作
法
』
た
る
こ
と
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
り
ー
ー
こ
こ
に
『
奉
公
人
』
と
し
て
で
は
な
く

『
奉
公
人
之
作
法
』
（
奉
公
人
の
方
式
ー
奉
公
契
約
の
仮
装
）
と
し
て
記
載
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
ー
、

そ
れ
を
隠
蔽
す
る
形
式
と
し
て
の
『
奉
公
人
之
作
法
』

t

、、
と
カ

重
要
な
問
題
と
な
る
（
奉
公
契
約
の
仮
装
と
い
う
こ
と
が
幕
藩
体
制
下
の
法
思
想
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
治
五

年
十
月
二
日
の
遊
女
解
放
令
中
に

の
継
続
と
し
て
、

近
世
人
身
売
買
再
論

（
奉
公
契
約
の
仮
装
）
を
雇
傭
契
約
の
如
何
な
る
系
譜
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ

『
従
来
年
期
奉
公
等
種
々
ノ
名
目
ヲ
以
テ
奉
公
住
為
致
其
実
売
買
同
様
ノ
所
業
二
至
リ
以
テ
ノ
外
ノ
事

i

一
付
』
云
々
と

あ
る
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
）
。
中
田
薫
氏
が
、
親
か
ら
雇
主
へ
の
人
法
的
支
配
の
委
譲
を
以
て
す
る
人
法
的
身
分
法
的
支
配
関
係

ー
身
分
契
約
の
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
が
故
に
他
な
ら
な
い
。

徳
川
時
代
の
人
身
売
買
の
今
―
つ
の
特
徴
は
|
|
•
こ
れ
は
一
般
に
奉
公
人
請
状
に
共
通
す
る
点
で
あ
る
が
ー
、
西
村
信
雄
氏
が
「
人

請
契
約
は
現
代
の
用
語
で
い
え
ば
身
元
保
証
契
約
に
当
る
わ
け
で
あ
る
が
、
徳
川
時
代
に
は
人
請
契
約
と
雇
傭
契
約
（
奉
公
契
約
）
と
が
別

々
に
締
結
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
奉
公
契
約
（
人
請
契
約
を
含
む
）
の
締
結
に
は
奉
公
人
請
状
の
差
入
を
必
要
と
し
、
請
状
を
取
っ
て
置
か

な
か
っ
た
雇
主
に
対
し
て
は
訴
権
を
付
与
し
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
奉
公
契
約
（
人
請
契
約
）
は
一
種
の
要
式
契
約
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
人
請
契
約
は
、
奉
公
契
約
と
渾
然
一
体
を
成
し
、
奉
公
人
請
状
に
は
、
奉
公
契
約
と
人
請
契
約
と
が
融
合
し
た
形
で
包
含
さ
れ

奉
公
人
の
た
め
の
身
元
保
証
文
言
と
共
に
、
奉
公
契
約
の
年
季
や
給
金
や
仕

て
い
た
。
」
と
の
べ
ら
れ
、

着
施
（
主
人
か
ら
奉
公
人
に
給
与
す
べ
き
衣
類
等
）
な
ど
の
如
き
奉
公
契
約
の
条
件
に
関
す
る
約
定
文
言
も
記
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、
請
状
は

ま
た
、

「
奉
公
人
請
状
に
は
、

（
七
一
九
）

実
質
は
人
身
売
買
で
あ
り
な
が
ら
、

ー
ー
女
子
傾
城
遊
女
奉
公
の
例
外
規
定
を
か
か
げ
て
い
る
こ
と
は
、

し
か
も
か
か
る
女
子
人
身
売
買
が
『
奉
公
人
之
作



て
い
る
（
同
書
、

特
記
さ
れ
て
い
る
例
が
少
く
な
い
と
い
う
事
実
|
|
＇
こ
の
点
を
西
村
氏
自
身
「
普
通
の
給
年
年
季
奉
公
と
異
な
る
特
徴
」
で
あ
る
と
さ
れ

一
六
頁
）
ー
を
如
何
に
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

奉
公
人
が
契
約
の
目
的
物
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
請

る
か
、

ま
た
、
身
売
的
年
季
奉
公
の
特
色
と
し
て
、

『
当
人
得
心
の
上
』

た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、

も
の
に
、

治
安
維
持
を
企
図
す
る
警
察
的
関
心
が
存
す
る
こ
と
は
、

奉
公
人
請
状
に
お
け
る
契
約
当
事
者
は
、
麗
主
と

第
二
七
巻
第
五
号

単
な
る
身
元
保
証
書
で
は
な
く
て
、
同
時
に
奉
公
契
約
書
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、

（
七
二

0
)

そ
の
奉
公
契
約
は
、
奉
公
人
自
身
と
雇
主
と
の
契
約

奉
公
人
の
身
元
保
証
人
に
該
当
す
る
請
人
・
人
主
（
上
方
で
は
親
・
伯
父
な
ど
）
が
契
約
の
一
方

の
当
事
者
と
な
り
、
相
手
方
た
る
雇
主
に
対
し
て
当
該
奉
公
人
を
『
奉
公
に
差
出
（
又
は
差
遣
）
し
申
』
す
べ
き
こ
と
、
奉
公
人
を
し
て
忠

実
に
奉
公
を
な
さ
し
め
る
こ
と
、
殊
に
『
御
公
儀
様
御
法
度
不
及
申
御
家
御
作
法
急
度
為
相
守
可
申
』
こ
と
を
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
奉
公
人
自
身
も
此
請
状
に
署
名
す
る
こ
と
は
屡
々
あ
る
が
要
件
で
は
な
い
』
。
（
中
田
薫
氏
|
|
＇
し
か
し
、
既
述
し
た
よ
う
に
女
子
得
心
、

本
人
得
心
の
文
言
の
特
記
を
石
井
良
助
氏
が
要
件
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
ー
ー
竿
ヂ
者
註
）
こ
の
よ
う
な
請
状
の
形
式
か
ら

見
る
と
、
当
時
の
社
会
通
念
と
し
て
は
、
奉
公
人
自
身
は
奉
公
契
約
の
当
事
者
た
る
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
身
元
保
証
人
た
る
請

人
・
人
主
若
く
は
親
等
が
そ
の
当
事
者
た
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
雇
傭
関

係
に
関
す
る
徳
川
時
代
の
法
意
識
の
一
の
重
要
な
特
色
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
」

0
頁
以
下
）
。

す
な
わ
ち
、
奉
公
人
請
状
は
、
奉
公
契
約
と
人
請
契
約
と
が
渾
然
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

明
白
で
あ
る
。

「
身
元
保
証
人
た
る
請
人
・
人
主
若
く
は
親
等
」
が
そ
の
当
事
者
た
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
奉
公
人
自
身
が
そ
の
契
約
の
目
的
物
だ
っ

「
奉
公
人
自
身
も
此
請
状
に
署
名
す
る
こ
と
は
履
々
あ
る
」
と
い
う
事
実
を
如
何
に
解
す

『
女
子
得
心
之
上
』
と
い
う
文
言
が
未
成
年
者
に
つ
い
て
ま
で

で
は
な
く
て
今
日
の
観
念
よ
り
す
れ
ば
、

関
法

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
身
元
保
証
の
研
究
」
一

そ
の
よ
う
な
一
体
化
を
も
た
ら
し
た

四



ず、

近
世
人
身
売
買
再
論

状
に
『
当
人
得
心
の
上
』
と
か
『
女
子
得
心
之
上
』
と
い
っ
た
文
言
を
特
記
す
る
理
由
は
、
少
し
も
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

近
世
の
奉
公
人
請
状
に
お
い
て
、

と
く
に
身
売
的
年
季
奉
公
請
状
に
お
い
て
、

言
が
特
記
さ
れ
、
奉
公
人
自
身
も
署
す
る
事
実
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
請
状
に
お
い
て
奉
公
人
自
身
が
自
己
を
債
奴
と
す
る
と
い

っ
た
状
況
に
入
る
こ
と
を
得
心
す
る
'
|
~
少
く
と
も
そ
の
よ
う
に
認
定
し
う
る
も
の
と
し
て
特
記
す
る
こ
と
が
要
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
意

「
身
元
保
証
人
た
る
請
人
・
人
主
若
く
は
親
等
が
そ
の
当
事
者
た
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
た
」
（
西
村
氏
）
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
奉
公
人
請
状
に
一
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
奉
公
契
約
と
人
請
契
約
と
の
い
ず
れ
の
契

約
の
当
事
者
た
る
意
味
に
お
い
て
当
事
者
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
奉
公
契
約
と
い
う

よ
り
も
、
人
請
契
約
の
当
事
者
た
る
意
味
に
お
い
て
、
請
状
の
契
約
当
事
者
で
あ
っ
た
と
い
う
性
格
を
考
慮
し
な
い
な
ら
ば
、

で
あ
り
、

『
身
売
的
奉
公
た
る
と
純
然
た
る
年
季
奉
公
た
る
と
を
問
は
ず
、
人
主
が
請
人
と
共
に
連
署
す
る
の
が
通
例
』

且
つ
又
、
人
主
と
し
て
署
名
し
て
い
る
者
は
必
ず
し
も
奉
公
人
の
近
親
者
で
は
な
か
っ
た
（
中
田
薫
氏
|
ー
筆
者
註
）
。

徳
川
中
葉
以
後
に
お
い
て
は
人
主
は
全
く
形
式
的
に
連
署
者
と
化
し
、

う
事
実
を
（
西
村
氏
、
同
書
一
三
頁
以
下
）
、

五

身
売
的
年
季
奉
公
請
状
に
お
い
て
は
、
後
年
に
い
た

理
解
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
治
安
の
状
況
が
好
転
し
た
か
ら
、
人
主
の
連
署
化

が
形
式
化
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
奉
公
契
約
の
当
事
者
た
る
意
味
に
お
い
て
請
状
に
お
い
て
当
事
者
た
る
な
ら
ば
、

の
み
な
ら

実
の
身
元
保
証
人
」
と
な
る
に
い
た
る
筈
が
な
い
。
こ
の
事
実
に
つ
い
て
、
中
田
薫
氏
は
「
恐
ら
く
人
主
は
身
売
的
奉
公
に
由
来
し
、
下

請
人
は
純
然
た
る
年
季
奉
公
に
起
源
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
何
時
し
か
互
に
相
混
同
し
、
人
主
も
亦
請
人
の
一
種
と
し
て
、
何
れ
の

請
状
に
も
連
署
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
（
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
人
売
及
人
質
契
約
補
考
」
ー
「
法
制
史
論
集
第
一
―
―

巻
上
」
三
九
一
頁
）
、

そ
の
よ
う
な
相
混
同
に
よ
っ
て
説
明
し
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、

請
状
の
実
際
を
見
る
と
、

味
す
る
、
と
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
七
―
―
―
)

「
殆
ん
ど
有
名
無

殆
ど
有
名
無
実
の
身
元
保
証
人
と
な
る
に
至
っ
た
。
」
と
い

「
奉
公
人

『
当
人
得
心
の
上
』

『
女
子
得
心
之
上
』
と
い
っ
た
文



上
に
現
は
れ
て
く
る
の
は
、

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
奉
公
人
請
状
に
み
ら
れ
る
奉
公
契
約
と
人
質
契
約
の
一
体
化
の
背
後
に
は
、
支
配
権
力
の
警
察
的
関
心
が
存

在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
奉
公
人
請
状
の
方
式
は
、
警
察
的
関
心
の
規
制
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

中
世
末
期
以
降
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ー
「
雇
傭
関
係
に
立
つ
被
傭
者
の
身
元
保
証
又
は
身
元
引
受
に
関
す
る
立
法
が
、
我
が
法
制
史

比
較
的
新
し
く
中
世
の
末
期
で
あ
る
」
（
高
柳
真
一
二
氏
「
徳
川
時
代
の
身
元
保
証
」

1

「
法
律
時
報
」
三
巻
五
号
六

ー
ニ
頁
」
）
ー
、
幕
藩
権
力
の
本
質
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

て
い
る
。
」
ー
牧
英
正
氏
「
雇
用
の
歴
史
」
二
三
二
頁
）
。

来
日
し
、
各
地
を
見
聞
し
た
ッ
ン
ベ
ル
ク
は
『
ど
ん
な
に
小
さ
い
村
で
も
大
き
な
都
会
に
で
も
、
公
開
の
遊
女
屋
が
あ
る
』
と
書
き
残
し

い
る
〔
『
色
道
大
鏡
』
〕
。

第
二
七
巻
第
五
号

（
七
二
二
）

る
ま
で
「
親
が
人
主
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
依
然
あ
る
程
度
存
し
た
」
（
石
井
良
助
氏
「
続
江
戸
時
代
慢
筆
」
一
八
三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
相
混

同
の
現
象
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
の
理
由
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
相
混
同
し
て
し
ま
っ
た
と
す
る
以
上
も
は
や

別
系
統
論
を
も
っ
て
論
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
周
知
の
如
く
、
徳
川
時
代
の
公
娼
制
度
に
は
、
警
察
的
関
心
が
深
く
潜
在
し
て
い
る
。

犯
罪
人
を
検
挙
す
る
手
段
と
し
て
傾
城
町
を
免
許
す
る
と
い
う
幕
府
の
権
力
関
心
が
あ
っ
た
゜
ー
庄
司
甚
右
衛
門
の
慶
長
十
七
年
伝
奏

所
に
提
出
せ
る
三
ヶ
条
の
覚
書
ー
|
'
こ
の
文
書
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
問
題
が
存
す
る
が
、
幕
府
の
右
の
如
き
権
力
関
心
を
示
す
例
証
と

み
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
警
察
的
関
心
と
の
癒
着
が
強
固
で
あ
る
が
故
に
、
人
主
の
形
式
的
連
署
者
化
へ
の
傾
向
が

進
み
な
が
ら
も
残
存
し
た
、

と
把
握
す
べ
き
で
あ
る
（
「
江
戸
時
代
を
通
じ
て
全
国
各
地
に
公
認
の
売
春
地
域
が
あ
っ
た
。

日
本
遊
廓
総
目
録
と
し
て
二
五
の
遊
廓
を
挙
げ
て
説
明
し
て

こ
の
他
に
売
春
を
黙
許
さ
れ
た
同
様
の
地
域
は
そ
れ
こ
そ
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
に

方
で
は
傾
城
町
と
も
い
う
。

宝
永
元
（
一
七
0
1
)
年
没
の
藤
本
箕
山
は
、

関
法

か
か
る
性
格
の
奉
公
人
請
状
の
出
現
が

一/‘ 

遊
女
町
、
上



七

近
世
の
人
身
売
買
が
人
身
の
売
買
を
目
的
と
す
る
奉
公
契
約
の
仮
装
、
あ
る
い
は
養
子
縁
組
の
仮
装
の
も
と
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
既

に
指
摘
し
た
。
こ
の
仮
装
の
問
題
を
如
何
に
解
す
る
か
。
た
と
え
ば
、
奉
公
契
約
の
仮
装
を
麗
傭
契
約
の
如
何
な
る
系
譜
に
位
置
づ
け
る

か
1

実
質
が
人
身
売
買
で
法
形
式
が
奉
公
契
約
で
あ
る
と
い
っ
た
契
約
を
雇
傭
契
約
の
如
何
な
る
類
型
と
し
て
把
握
す
る
か
と
い
っ
た

重
要
な
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
奉
公
契
約
の
仮
装
を
あ
く
ま
で
も
身
分
—
|
'
身
分
契
約
の
系
譜
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
た
理
論
に
、
中

田
薫
氏
、
牧
英
正
氏
の
理
論
が
あ
る
。
氏
は
「
身
売
的
年
季
奉
公
契
約
は
、
奉
公
の
対
価
を
身
代
金
と
称
し
、
身
分
に
関
す
る
違
乱
担
保

文
言
を
附
帯
し
て
居
る
の
み
な
ら
ず
、
奉
公
人
死
後
の
処
置
・
縁
付
の
自
由
・
置
替
奉
公
権
等
、
云
は
ゞ
夫
権
若
く
は
親
権
或
は
又
奴
婢

所
有
権
(
D
o
m
i
n
i
c
a
p
o
t
e
s
t
a
s
)
の
作
用
に
も
比
す
べ
き
、
他
人
の
人
格
に
干
渉
し
其
人
格
的
法
益
を
処
分
す
る
人
法
的
支
配
(
P
e
r
s
o
n
,

r
e
c
h
t
l
i
c
h
 H
e
r
r
s
c
h
a
f
t
)

を
、
声
i

主
の
手
に
委
譲
し
て
居
る
点
に
於
て
、
此
奉
公
契
約
が
其
本
源
た
る
人
身
売
買
の
特
質
を
、
充
分
に

保
存
す
る
こ
と
を
最
も
よ
く
証
明
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
金
田
助
教
授
は
曾
つ
て
、
徳
川
時
代
に
於
て
も
奉
公
契
約
は
後
年
に
あ
っ
て
は
、

封
建
法
上
の
身
分
法
的
関
係
を
脱
却
し
て
、
債
権
法
上
の
自
由
契
約
に
進
化
し
た
こ
と
を
論
明
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
実
に
卓
見
で
あ
っ
て
、

此
傾
向
は
武
家
用
人
の
如
き
上
級
奉
公
人
契
約
に
す
ら
及
で
居
る
程
、

は
ら
ず
身
代
金
年
季
奉
公
に
あ
っ
て
は
、
後
世
迄
依
然
主
人
と
奉
公
人
と
の
間
に
、
も
と
よ
り
封
建
法
的
で
は
な
い
が
、
矢
張
特
種
の
人

法
的
身
分
法
的
支
配
関
係
が
保
持
さ
れ
て
居
た
こ
と
は
、
正
に
普
通
年
季
奉
公
契
約
に
対
す
る
例
外
で
あ
っ
て
、
此
例
外
こ
そ
此
種
年
季

奉
公
契
約
が
後
者
と
は
全
然
系
統
を
異
に
す
る
所
の
、
人
身
売
買
契
約
よ
り
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
理
由
に
依
っ
て
の
み
、
充
分

近
世
人
身
売
買
再
論

し
か
く
力
強
く
且
つ
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

（
七
二
三
）

そ
れ
に
も
拘



し
か
し
、
人
法
的
支
配
権
の
委
譲
1

親
権
の
譲
渡
と
い
う
こ
と
が
、
果
し
て
学
説
史
上
成
立
し
う
る
論
理
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

早
期
に
お
い
て
、
家
長
権
は
、
夫
権
、
父
権
（
親
権
）
と
奴
隷
に
対
す
る
主
人
権
お
よ
び
所
有

権
と
に
分
化
さ
れ
て
い
る
が
、
主
人
権
、
所
有
権
は
譲
渡
し
う
る
の
に
対
し
、
夫
権
や
父
権
は
譲
渡
し
え
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
主

人
権
、
所
有
権
と
親
権
と
は
峻
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
強
大
な
家
父
長
権
た
り
し
ロ
ー
マ
法
の
家
父
長
権
に
お
い
て
親
権
が
譲
渡
し

え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
質
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
家
父
長
権
が
強
力
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
夫
権
、

父
権
、
主
人
権
、
所
有
権
と
い
っ
た
分
化
を
否
定
す
る
も
の
で
な
く
、

な
が
ら
、
な
お
親
権
譲
渡
論
な
る
論
理
を
作
為
す
る
こ
と
は
、
学
説
史
上
何
等
の
根
拠
を
有
せ
ざ
る
不
当
な
作
為
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

穂
積
重
遠
氏
も
「
親
権
は
元
来
委
任
に
よ
っ
て
代
理
せ
し
め
得
べ
き
で
あ
る
ま
い
」
と
さ
れ
て
い
る
（
「
親
族
法
」
）
。

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
周
知
の
如
く
、

叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
同
書
、
二
四
四
頁
）
。

関
法

第
二
七
巻
第
五
号

（
七
二
四
）

説
明
さ
れ
得
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
法
制
史
論
集
」
第
三
巻
上
、
三
五
三
頁
以
下
）
。
氏
は
ま
た
「
此
種
の
奉
公
契
約
よ
り

人
法
的
元
素
を
駆
除
し
て
、
之
を
純
然
た
る
年
季
奉
公
契
約
に
同
化
せ
し
め
た
の
は
、
明
治
維
新
後
の
立
法
の
努
力
で
、
其
結
果
徳
川
時

、
、
、

代
に
於
け
る
が
如
き
人
法
的
契
約

(
P
e
r
s
o
n
e
n
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
r
V
e
r
t
r
a
g
)

と
し
て
の
特
種
の
奉
公
契
約
は
、
維
新
後
に
於
て
は
名
実
共

総
て
債
権
法
上
の
雇
傭
契
約
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
、
三
六
四
頁
）
。

中
田
薫
氏
の
右
の
如
き
人
法
的
支
配
権
委
譲
論
ー
親
権
委
譲
論
は
、
身
売
的
年
季
奉
公
を
人
法
的
身
分
法
的
支
配
関
係
|
ー
＇
人
法
的

契
約
、
す
な
わ
ち
身
分
契
約
と
し
て
構
成
す
る
根
拠
と
し
て
最
近
に
い
た
る
ま
で
う
け
つ
が
れ
、
牧
英
正
氏
の
近
著
「
雇
用
の
歴
史
」
に

も
、
身
売
的
年
季
奉
公
を
人
法
的
身
分
法
的
支
配
関
係
と
し
て
把
握
し
そ
れ
を
構
成
す
る
根
拠
と
し
て
「
親
権
の
譲
渡
」
論
な
る
も
の
が

し
た
が
っ
て
、

日
本
近
世
に
お
い
て
も
か
か
る
分
化
を
前
提
と
し

八



田
氏
は
、

九

斯
か
る
養
子
縁
組
で
は
従
っ
て
又
売
買
上
の
約
款
が
附
い
て
来
る
。

例
え
ば
『
彼
の
女
（
実
母
）

ま、
,
9
,
 

で
は
こ

J

の
よ
う
な
相
続
権
の
存
し
な
い
養
子
縁
組
に
つ
い
て
、

一
挙
に
そ
の
根
拠
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

既
述
し
た
よ
う
に
日
本
法
に
お
い
て
も
ま
た
、
家
父
長
権
に
つ
い
て
、
夫
権
、
父
権
、
主
人
権
、
所
有
権
の
分
化
が
厳
存
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
親
権
譲
渡
論
な
る
論
理
を
作
為
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
が
、
中
田
薫
氏
の
如
く
、

も
親
権
を
以
て
子
女
に
対
す
る
所
有
権
の
如
く
考
へ
る
思
想
が
根
強
く
蔓
っ
て
居
た
事
実
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
此
の
如
き
場
合
親
が
子

女
の
人
主
と
し
て
売
却
し
質
入
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
「
法
制
史
論
集
」
第
三
巻
上
＿
―
-
八
七
頁
以
下
）
と
し

ヽ

子
と
奴
隷
を
同
視
す
る
こ
と
が
下
層
民
の
思
想
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
、

か
く
し
て
、
人
法
的
支
配
権
の
委
譲
な
い
し
は
親
権
の
譲
渡
な
る
論
理
が
学
説
史
上
根
拠
な
き
不
当
な
作
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
れ
ば
、
身
売
的
年
季
奉
公
を
も
っ
て
人
法
的
身
分
法
的
支
配
関
係
で
あ
り
、
人
法
的
契
約
（
身
分
契
約
）
で
あ
る
と
み
な
す
見
解

こ
の
こ
と
は
、
人
身
の
売
買
を
目
的
と
す
る
養
子
縁
組
の
仮
装
に
つ
い
て
も
ー
一
生
不
通
養
子
ー
、
同
様
で
あ
っ
て
、
養
子
縁
組

を
仮
装
し
て
い
る
が
故
に
こ
れ
を
家
族
法
的
関
係
の
継
続
と
み
な
し
、
人
法
的
身
分
法
的
関
係
と
み
な
す
こ
と
は
、
不
当
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
原
田
慶
吉
氏
は
、

か
か
る
養
子
縁
組
を
も
っ
て
人
売
養
子
で
あ
り
、
売
買
的
養
子
縁
組
で
あ
る
と
さ
れ
た
当
然
の
理
由
が
あ
る
。
原

代
価
支
払
方
法
と
全
然
同
一
で
あ
る
。

近
世
人
身
売
買
再
論

、。し て、

「
コ
シ
ャ
ー
カ
ー
は
こ
れ
を
給
養
契
約

(
P茫
e
g
s
c
h
a
f
t
s
v
e
r
t
r
a
g
)

と
呼
ん
で
、
本
来
の
純
粋
な
養
子
縁
組
と
区
別
し
て
い
る
が
、
此
の
場
合
に
は
往
々
人
身
売
買
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
代

価
の
支
払
は
過
去
の
『
哺
乳
』
又
は
養
育
に
対
す
る
補
償
の
名
義
で
為
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

一
記
録

(
H
G
.
I
V
 Nr. 1
4
2
2
)
 

れ
を
『
養
子
贈
与
』
と
称
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
古
中
国
に
於
い
て
養
子
縁
組
の
形
式
で
為
さ
れ
た
人
身
売
買
の

（
七
二
五
）

は
な
は
だ
し
い
独
断
を
示
す
、

と
い
わ
ざ
る
を
え
な

「
も
と
も
と
下
層
民
の
間
で
は
後
世
迄



第
二
七
巻
第
五
号

に
銀
を
衡
れ
り
。
取
戻
の
訴
が
提
起
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
は
、

て
、
売
買
交
換
等
に
も
見
え
る
担
保
約
款
な
の
で
あ
る
。
娼
婦
の
目
的
の
為
め
の
養
子
縁
組
な
ど
は
、
斯
か
る
売
買
的
義
子
縁
組
に
伴
う
。

一
記
録

(
H
G
.
I
V
 Nr. 7
8
1
)

に
は
『
A

（
養
女
）
は
神
婢
と
せ
ら
れ
て
、

v
S
其
の
母
（
養
母
）
を
し
て
食
を
得
せ
し
む
可
し
』
と
謂

っ
て
い
る
が
、
其
の
意
は
寺
院
の
神
婢
と
し
て
醜
業
を
営
み
、
其
の
収
益
で
養
母
を
養
育
す
る
の
意
で
あ
る
。
寺
院
の
神
婢
が
貞
操
を
贖

い
で
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
斯
か
る
本
来
の
目
的
か
ら
そ
れ
て
行
っ
た
養
子
縁
組
は
、
比
較
法
上
別
に
目
新
し
い
も
の
で
な

い
こ
と
は
、
我
々
に
は
謂
わ
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
（
「
楔
形
文
字
法
の
研
究
」
一
八
八
頁
以
下
）
、

手
段
た
る
養
子
縁
組
を
］
養
子
縁
組
の
仮
装
を
、
真
の
家
族
法
上
の
養
子
縁
組
と
峻
別
す
べ
き
こ
と
を
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
、

人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
養
子
縁
組
の
全
く
の
仮
装
で
あ
っ
て
、

一
生
不
通
養
子
が
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
養
子
縁
組
の
全
く
の
仮
装
に
す
ぎ
な
い
|
|
―
生
不
通
養
子
娘
証
文
は
遊
女
奉
公
人
請
状

と
同
文
で
あ
る

l

こ
と
は
、
御
定
書
の
解
釈
に
お
い
て
明
確
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
。

一
軽
き
も
の
養
娘
遊
女
奉
公
に
出
し
候
も
の

実
方
よ
り
訴
出
共

無
取
上
―

公
事
方
御
定
書
下
巻
第
四
六
条
、
享
保
十
八
年
極

と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

頁
）
。
人
売
的
養
子
縁
組
は
、

真
の
家
族
法
上
の
養
子
縁
組
の
系
譜

一
四

か
か
る
売
買
の
目
的
の

関
法

シ
ャ
マ
シ
ュ
、

右
条
文
の
立
法
理
由
に
つ
い
て
、
石
井
良
助
氏
は
「
こ
の
規
定
は
、
享
保
十
八
年
正
月
十
一
日
の
老
中
書
付
を
基
礎
と
し
て
い
る
も
の

で
す
が
、
こ
の
書
付
に
は
詳
細
に
そ
の
立
法
理
由
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
軽
い
身
分
の
も
の
が
そ
の
養
女
を
遊
女
奉
公

マ
ル
ド
ッ
ク
及
び
ハ
ン
ム
ラ
ビ
に
盟
う
』
の
如
き
で
あ
っ

1
0
 （
七
二
六
）



し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
真
正
の
養
子
契
約
で
あ
る
ー
~
人
法
的
身
分
法
的
支
配
関
係
l

と
い
う
認
定
は
、
本
来
そ
の
目
的
た
り
し

芸
娼
妓
稼
を
し
て
、

売
買
の
実
質
を
隠
蔽
す
る
方
法
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
幕
府
法
に
お
い
て
さ
え
明
確
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
仮
装
の
意
義

近
世
人
身
売
買
再
論

ノ
ニ
非
ズ
』
と
し
た
。

真
正
の
養
子
契
約
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
養
子
縁
組
の
成
立
は
、

『
縁
組
ヲ
為
ス
ノ
意
思
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
リ
』
ー
女
子
得
心
ー
、

に
出
し
た
か
ら
と
て
、
実
方
よ
り
訴
出
て
も
、
娘
を
貰
っ
た
と
き
に
、
遊
女
奉
公
に
出
さ
ぬ
と
い
う
証
文
が
出
し
て
な
い
湯
合
は
も
ち
ろ

ん
、
た
と
え
そ
の
出
し
て
あ
る
場
合
で
も
、
自
今
こ
の
種
の
訴
え
は
取
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。
卑
賤
の
も
の
が
い
わ
れ
も
な
き
者
の
子
．

を
養
う
は
ず
は
な
い
か
ら
、

ひ
っ
き
ょ
う
、
将
来
遊
女
等
に
も
遣
わ
し
て
、
自
分
勝
手
に
し
た
い
つ
も
り
で
養
子
を
す
る
の
で
あ
る
し
、

実
方
も
そ
の
心
得
で
な
く
て
は
、
卑
賤
の
者
へ
養
女
に
や
る
は
ず
は
な
い
、
大
体
実
方
よ
り
訴
出
る
の
は
金
銀
所
得
の
筋
に
つ
い
て
の
訴

こ
の
点
か
ら
も
取
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。
結
局
、
卑
賤
の
者
に
養
女
に
や
る
以
上
、
将
来
遊
女
に
遣

わ
す
だ
ろ
う
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
覚
悟
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
証
文
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
家
で
は
文
句
が
い
え
ぬ
と
い

う
の
で
す
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る

6
続
江
戸
時
代
漫
筆
」
一
〇
九
頁
以
下
）
。

軽
き
も
の
へ
の
養
女
が
真
正
の
養
子
契
約
ー
人
法
的
契
約
と
は
峻
別
す
べ
き
・
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
全
く
の
仮
装
の
人
法
的
契

約
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
当
然
の
事
柄
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
身
売
買
の
禁
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
か
る
軽
き
も
の
の
売
買
的
養
子

し
か
る
に
、
周
知
の
如
き
、
明
治
四
十
一
年
七
月
七
日
東
京
控
訴
院
判
決
は
、
芸
娼
妓
稼
等
を
目
的
と
す
る
養
子
縁
組
を
有
効
と
し
、

『
其
決
意
ヲ
為
ス
ニ
至
リ
シ
縁
由
ノ
如
キ
ハ
』
（
そ
れ
が
芸
妓
稼
の
便
宜
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
）

『
縁
組
ヲ
為
ス
ノ
意
思
』
を
形
成
す
る
縁
由
に
転
倒
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、

『
縁
組
ノ
効
カ
二
影
響
ヲ
及
ボ
ス
モ

『
縁
組
ヲ
為
ス
ノ
意
思
』
さ
え
あ
れ
ば
、
芸
娼
妓
稼
等
を
目
的
と
す
る
養
子
縁
組
を
真
正
の
養
子
契
約
で
あ
る
と

か
か
る
目
的
と
手
段
の
転
倒
が
、
人
身

（
七
二
七
）

ー
仮
装
の
養
子
契
約
を
公
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

え
で
あ
る
か
ら
、



ギ
ー
ル
ケ
は
、

雇
傭
契
約
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
系
譜
が
認
め
ら
れ
、

第
二
七
巻
第
五
号

的
身
分
法
的
支
配
関
係
の
継
続
は
、

ロ
ー
マ
法

ー
は
ロ
ー
マ
法
の
そ
れ
で
あ
り
、
二
は
ゲ
ル
マ
ン
法
の
そ
れ
で
あ
る
。

を
看
却
し
、
仮
装
の
養
子
契
約
を
真
正
の
養
子
契
約
に
転
化
し
、
人
法
的
身
分
法
的
支
配
関
係
の
継
続
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
法
上
の

意
味
に
お
い
て
、
人
身
売
買
の
目
的
を
隠
蔽
し
た
の
で
あ
る
。
人
身
売
買
の
目
的
は
、
貸
借
契
約
と
養
子
縁
組
な
い
し
は
稼
業
契
約
と
い

ぅ
二
本
だ
て
の
契
約
の
構
成
に
よ
っ
て
隠
薇
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

仮
装
の
養
子
契
約
を
真
正
の
養
子
契
約
|
|
＇
人
法
的
契
約
に
転
化
せ
し
め
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
人
身
売
買
の
目
的
を
隠
蔽
す
る
こ
と
を

企
図
と
し
た
と
い
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
身
売
買
の
目
的
を
隠
蔽
す
る
人
法
的
身
分
法
的
支
配
関
係
な
る
も
の
は
、
真

の
意
味
の
身
分
1

身
分
契
約
と
何
等
の
関
連
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
仮
装
的
身
分
を
真
実
の
身
分
に
転
化
せ
し
め
る
と
い
う
人
法

そ
の
仮
装
の
真
実
へ
の
擬
制
が
蓑
子
縁
組
の
仮
装
の
転
化
で
あ
っ
て
も
、
奉
公
契
約
の
仮
装
の
転
化

で
あ
っ
て
も
、
人
身
売
買
の
目
的
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
明
確
な
作
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
中
田
薫
氏
が
、

仮
装
を
真
実
と
擬
制
さ
れ
て
、
人
身
売
買
ー
一
生
不
通
養
子
や
身
売
的
年
季
奉
公
を
把
握
す
る
に
、
人
法
的
身
分
法
的
支
配
関
係
を
も

っ
て
な
さ
れ
た
手
法
に
は
、
仮
装
的
身
分
を
真
実
の
身
分
に
転
化
し
て
人
身
売
買
を
隠
蔽
し
た
明
治
法
則
上
の
身
分
概
念
形
成
と
同
一
の

手
法
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
か
か
る
関
係
の
認
定
の
根
拠
と
し
て
、
中
田
氏
が
人
法
的
身
分
法
的
支
配
権
の
委

譲
な
い
し
は
親
権
の
譲
渡
な
る
・
学
説
史
上
存
在
の
理
由
を
有
し
な
い
と
こ
ろ
の
・
論
理
を
作
為
さ
れ
る
必
然
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

関
法

ゲ
ル
マ
ン
法
の
雇
傭
契
約
を
人
法
的
な
忠
勤
契
約
（
封
建
契
約
—
ー
身
分
契
約
）
よ
り
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、

の
物
の
賃
貸
借
と
同
一
法
概
念
と
し
て
の
雇
傭
と
峻
別
す
べ
き
も
の
と
な
し
、
自
由
な
労
働
契
約
と
い
う
思
想
は
、
ゲ
ル
マ
ン
法
の
系
譜

（
七
二
八
）



近
世
人
身
売
買
再
論

雇
傭
契
約
の
起
源
は
、

め
ら
れ
て
い
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
（
同
書
、

一
五

0
頁）、

か
か
る
系
譜
の
雇
傭
契
約
の
起
源
に
つ
い
て
、

な
る
語
は
、
自
由
人
に
も
奴
隷
に
も
、
生
物
に
も
無
生
物
に
も
用
い
ら
れ
、
不
動
産
の
賃
借
に
用
い
ら
れ
る

w
a
~
uの
語
と
対
立
せ
し

の
と
な
る
筈
で
あ
る
が
、

に
あ
る
も
の
と
し
た
（
末
川
博
「
雇
傭
契
約
発
展
の
史
的
考
察
」
）
。
封
建
契
約
ー
ー
l

身
分
契
約
が
主
君
も
従
士
も
共
に
誠
実
義
務
を
負
う
自
由

契
約
た
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
と
い
う
点
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、

法
で
あ
る
と
し
、

ゲ
ル
マ
ン
法
か
ら
自
由
な
労
働
契
約
へ
と
い
う
発
展
は
、
法
思
想
に
即

こ
れ
を
ロ
ー
マ
法
そ
の
他
の
「
人
と
物
と
を
同
一
基
礎
に
置
く
雇
傭
法
の
物
質
主
義
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
「
楔
形
文
字
法
の
研
究
」
一
五
一
二
頁
）
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
中
田
薫
氏
が
近
世
の
身
売
的
年
季
奉
公
を
も
っ
て
「
封
建
法
的
で
は
な
い
が
、

矢
張
特
種
の
人
法
的
身
分
法
的
支
配
関
係
が
保
持
さ
れ
て
居
た
」
と
な
さ
れ
た
こ
と
は
、

そ
し
て
か
か
る
関
係
を
も
っ
て
普
通
年
季
奉
公

と
区
別
さ
れ
た
こ
と
は
、
封
建
法
的
で
は
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
身
分
契
約
の
系
譜
（
中
田
氏
は
こ
れ
を
人
法
的
契
約
と
さ
れ
る
）
に
あ
る
も

の
、
す
な
わ
ち
ゲ
ル
マ
ン
法
の
人
格
主
義
の
雇
傭
法
の
系
譜
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
中
田
氏
の
見
解
に
お
い
て
は
、
人
格
主
義
の
雇
傭
法
の
系
譜
に
あ
る
身
売
的
年
季
奉
公
が
自
由
な
労
働
契
約
へ
の
推
進
力
を
も
つ
も

い
う
ま
で
も
な
く
身
売
的
年
季
奉
公
に
そ
の
よ
う
な
性
格
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
反
対

に
、
自
由
な
労
働
契
約
へ
の
発
展
を
阻
止
す
る
性
格
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

物
質
主
義
の
雇
傭
法
ー
ー
止
初
の
賃
貸
借
と
同
一
法
概
念
と
し
て
の
雇
傭
が
ロ
ー
マ
法
そ
の
他
の
諸
法
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
原
田
慶

吉
氏
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
。
原
田
氏
は
「
楔
形
文
字
法
の
領
域
に
於
い
て
は
、
雇
傭
と
賃
貸
借
と
の
間
に
法
律
的
概
念
の
区
別
が

な
い
。
雇
傭
は
人
の
賃
貸
借

(
P
e
r
s
o
n
e
n
m
i
e
t
e
)

に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
古
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
於
い
て
は
、

『
賃
借
す
る
』

(
a
g
a
r
u
)

「
是
等
諸
々
の
法
制
に
於
け
る

『
自
己
賃
貸
借
』
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
家
畜
を
賃
貸
す
る
と
同
様
に
、
自
己
の
奴
隷
や
其
の
他

（
七
二
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す
る
な
ら
ば
、
当
然
に
推
定
し
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

原
田
慶
吉
氏
は
、

か
か
る
ゲ
ル
マ
ン
法
の
雇
傭
契
約
を
人
格
主
義
の
雇
傭



第
二
七
巻
第
五
号

マ
人
が
『
自
己
と
其
の
労
力
を
貸
す
』

(
s
e
s
u
a
s
q
u
e
 o
p
e
r
a
s
 
locare)

と
謂
い
、

初
家
属
の
『
雇
与
』

生
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
、

（七――

10)

ビ
ザ
ン
チ
ン
期
の
エ
ヂ
プ
ト
の
。
ハ
ピ
ー
ル
ス
古
文

『
X
は
Z
を
（
奴
隷
）

Y
よ
り
賃
借
せ
り
』

(
N
i
t
t
i
Y
 X
 igur)
な
る
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
対
応
し
て
、

は
Y
を
彼
自
身
よ
り
賃
借
せ
り
』

(
Y
itti 
r
a
m
a
n
i
s
u
 X
 igur)
な
る
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
用
い
て
い
る
。
驚
く
可
き
類
似
は
、
中
国
法

も
亦
提
供
し
て
い
る
。
（
一
）
中
国
に
於
い
て
『
家
長
が
家
属
た
る
男
女
を
他
人
に
『
傭
雇
与
』
ふ
契
約
は
、
已
に
唐
代
に
現
は
れ
て
居
り
、

『
将
某
男
』
又
は
『
将
某
女
』
て
他
人
に
典
雇
し
与
ふ
る
こ
と
を
、

一
五
二
頁
以
下
）
。

そ
の
内
容
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
（
二
）
少
な
く
と
も
元
以
来
は
、
右
『
典
雇
男
女
』
の
傍
に
良
人
が
『
典
雇
身
』
す
る
契
約
が
並
び
行
は
れ
、

は
斯
く
推
論
せ
ら
れ
て
、
中
国
の
『
雇
傭
契
約
も
亦
巴
比
倫
や
羅
馬
の
そ
れ
と
同
様
、
人
身
の
賃
貸
借

(
P
e
r
s
o
n
e
n
m
i
e
t
e
)

そ

の
内
容
は
『
将
己
身
典
麗
良
人
』
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
今
此
両
種
の
人
身
典
雇
契
約
を
比
較
し
て
見
る
と
、

そ
の
用
語
に
於
て
又
そ
の
内
容
に
於
て
、
後
者
が
前
者
を
典
型
と
し
、
こ
れ
を
模
倣
し
て
成
立
っ
た
こ
と
を
推
測
せ
し
む
べ
き
証
跡
、
実

に
顕
著
な
る
も
の
あ
る
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
れ
ば
又
、
（
三
）
『
典
雇
身
』
が
自
己
を
『
賃
人
』
す
る
契
約
で
あ
る
こ
と
の
事
実
よ

り
し
て
、
そ
の
典
型
た
る
『
典
雇
男
女
』
も
亦
、
当
然
人
身
の
賃
貸
借
で
あ
る
と
推
論
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
』
ー
|
'
中
田
博
士

で
あ
っ
て
、

（
傭
雇
）
と
し
て
行
は
れ
、
後
こ
れ
に
模
倣
し
て
独
立
良
人
が
『
将
己
身
雇
与
人
』
ふ
契
約
、
即
ち
雇
傭
契
約
が
発

そ
の
発
達
の
経
路
も
亦
巴
．
羅
両
法
に
於
け
る
沿
革
と
全
く
同
一
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
』
と
断
定
せ

古
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
に
お
い
て
、
奴
隷
の
賃
貸
借
に
模
し
た
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
用
い
て
自
由
人
の
自
己
賃
貸
借
が
行
わ
れ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
、

元
代
で
は
こ
れ
を
『
典
雇
男
女
』
の
契
約
と
称
し
、

ら
が
雇
傭
に
就
く
と
き
は
、

『

X

書
が
『
自
己
自
身
を
賃
貸
せ
り
』

(
A
e
Aへ0
き

g乱
ミ
ベ
：

Sgmiy)
と
謂
っ
た
が
如
く
、
古
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
も
、
自
由
人
自

の
権
力
服
従
者
を
賃
貸
し
、
若
し
自
己
自
ら
が
雇
わ
れ
る
場
合
に
は
、

『
自
己
自
身
を
賃
貸
す
る
』
と
謂
う
考
方
で
あ
る
。
恰
か
も
ロ
ー

関
法

一
四



て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
奴
隷
的
労
務
の
賃
貸
借
に
自
由
人
が
自
己
を
投
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
中
国
に
お
い
て
も
、
良

人
の
自
身
典
雇
は
、
「
債
権
者
の
支
配
の
も
と
に
、
惨
溜
た
る
労
働
を
も
っ
て
、
代
還
の
責
任
を
負
う
こ
と
」

ー
ミ
ュ
ラ
と
し
て
自
由
人
の
自
己
賃
貸
借
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
雇
傭
契
約
で
あ
る
が
、

貸
す
|
—
自
己
自
身
を
貸
す
こ
と
と
自
己
の
労
務
を
貸
す
こ
と
と
い
う
分
化
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
自
己
賃
貸
借
が
自
己
自

身
を
賃
貸
借
す
る
こ
と
に
尽
き
る
な
ら
ば
、

る
自
己
賃
貸
借
と
し
て
の
雇
傭
契
約
は
、
人
身
の
賃
貸
借
、
人
身
の
質
入
、
人
身
の
売
買
（
自
己
売
却
）
を
実
質
と
す
る
と
こ
ろ
の
仮
装

化
し
て
い
る
こ
と
は
、
仮
装
的
雇
傭
契
約
を
の
り
こ
え
て
債
権
法
上
の
自
由
な
麗
傭
契
約
へ
の
方
向
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

の
他
の
諸
法
と
の
重
大
な
る
相
違
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
深
い
関
連
が
あ
る
。
他
の
東
洋
の
諸
法
に
お
い
て
は
、

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

ギ
ー
ル
ケ
の
構
想
、
す
な
わ
ち
、

雇
傭
法
か
ら
自
由
な
労
働
契
約
へ
の
発
展
の
構
想
は
、
身
分
契
約
の
自
由
契
約
た
る
の
本
質
よ
り
し
て
理
論
的
に
支
持
す
ぺ
き
も
の
、

考
察
す
る
。
そ
の
発
展
の
歴
史
的
連
関
の
事
実
の
実
証
性
に
つ
い
て
慎
重
な
立
場
を
持
し
た
ミ
ッ
タ
イ
ス
も
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
現
代

に
お
い
て
も
、
雇
傭
契
約
は
債
務
法
の
な
か
で
で
は
な
く
人
法
の
な
か
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
、
人
格
主
義
の
雇
傭
法
の
歴
史

近
世
人
身
売
買
再
論

思
想
と
の
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ゲ
ル
マ
ン
法
の
人
法
的
忠
勤
契
約
（
身
分
契
約
）
に
由
来
す
る
人
格
主
義
の

的
雇
傭
契
約
た
る
性
格
を
有
す
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一五

（
七
三
一
）

と

ロ
ー
マ
法
と
は
反
対
に
、
自
己
賃
貸
借
は
、
家
父
長
制

ロ
ー
マ
法
の
自
己
賃
貸
借
が
奴
隷
の
解
放
行
為
と
緊
密
な

ロ
ー
マ
法
の
自
己
賃
貸
借
が
自
己
と
自
己
の
労
務
を
貸
す
こ
と
に
分

ロ
ー
マ
法
の
如
く
自
己
と
自
己
の
労
務
を

究
・
土
地
法
取
引
法
」
四
七
八
頁
）
を
意
味
し
た
。

フ
ォ

（
仁
井
田
陸
「
中
国
法
制
史
研

実
質
は
、
自
由
人
の
自
己
売
却
ー
奴
隷
と
し
て
の
自
己
売
却
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
実
質
は
容
易
に
自
己
の
債
務
奴
隷
化
ー
物
の
賃
貸
借
に
移
行
す
る
の
で
あ
り
、

、
~
、
ユ

カ
カそ

そ
れ
が
最
も
強
力
な
家
長
権
と
も
い
う
べ
き
主
人
権
と
の
鋭
い
対
抗
関
係
を
前
提
と
し
て
成
立



神
右
衛
門
尉
殿

末
延
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的
連
続
性
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ー
ニ
ッ
ツ
も
ま
た
、
主
人
の
僕
婢
に
対
す
る
誠
実
配
慮
義
務
が
、

受
に
い
た
る
ま
で
継
続
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
法
思
想
史
的
に
は
、
歴
史
的
連
続
性
の
立
証
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
G
r
u
n
d
z
i
i
g
o
 
d
e
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 P
r
i
v
a
t
r
e
c
h
t
s
)
。

旧
論
文

6
近
世
の
層
傭
契
約
に
つ
い
て
」
）
に
お
い
て
山
本
大
氏
「
土
佐
中
世
史
」
の
あ
げ
ら
れ
た
次
の
如
き
史
料
を
問
題
と
し
た
。

就
＞
抽
ー
ー
忠
節
ー
下
名
之
儀
被

1
1

仰
付
ー
候
。
無
-
1

別
儀
ー
百
姓
職
可
―
―
申
付
ー
候
。
初
而
為
ー
ー
後
日
＿
如
＞
件

永
禄
十
一
年
正
月
吉
日

長
弥
三
殿

被
官
契
約
可
＞
有
由
候
間
、
下
地
五
段
為
＿
＿
給
分
＿
進
＞
之
候
。
若
奉
公
無
沙
汰
之
時
ハ
、
彼
在
所
可
＿
＿
取
放
＿
候
。
侶
為
＿
＿
後
日
之
＿
如
＞
件

永
正
十
四
年
二
月
吉
日

右
の
封
建
契
約
、
あ
る
い
は
被
官
契
約
に
お
い
て
は
、
百
姓
職
が
、
な
い
し
は
下
地
五
段
が
、
恩
給
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
百
姓
職
が

恩
給
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
百
姓
身
分
の
ま
ま
で
封
建
契
約
ー
|
'
被
官
契
約
の
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
事
実
を
示
す
。

封
建
契
約
（
身
分
契
約
）
の
民
衆
層
へ
の
浸
透
の
事
実
を
示
す
、

関
法

（
七
三
二
）

ロ
ー
マ
法
の
継

と
い
っ
て
よ
い
。
人
法
的
忠
勤
契
約
の
民
衆
層
へ
の
浸
透
で
あ
る
。
こ
の

事
実
は
、
必
然
的
に
民
衆
間
の
雇
傭
契
約
に
深
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
、
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
な
労
働
契
約
の
方
向
を
示

一六

八
郎
（
花
押
）

貞
茂



る
な
ら
ば
、
百
姓
が
主
取
り
の
主
体
と
な
る
筈
は
な
い
。

一
七

ロ
ー
マ
法
に

『
百
し
や
う
し
う
と
り
』
と
は
、
百
姓
間
の
自
由
な
主
従
契
約
ー
自
由
な
奉

今
川
義
元
の
天
文
五
年
駿
河
安
養
寺
領
の
百
姓
に
対
す
る
法
令
に
『
寺
領
百
姓
等
武
士
へ
不
可
奉
公
、
況
他
所
へ
出
之
事
』
と
あ
り
、

北
条
氏
が
鎌
倉
の
東
慶
寺
領
に
対
し
『
東
慶
寺
百
し
や
う
し
う
と
り
い
た
す
事
』
を
禁
じ
て
い
る
も
の
等
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
中
村
吉
治
氏
は
「
い
づ
れ
も
百
姓
の
主
取
り
を
し
、
他
の
主
人
に
契
約
し
、
武
家
へ
奉
公
す
る
こ
と
の
禁
止
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
外
へ
出
る
こ
と
の
禁
も
、
身
分
的
な
問
題
も
あ
っ
た
と
い
へ
る
が
、
特
に
こ
れ
等
で
強
く
見
ら
れ
る
の
は
、
分
国
内
の
百
姓

が
様
々
な
勢
力
に
勝
手
に
結
ば
れ
る
こ
と
の
禁
止
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
「
近
世
初
期
農
政
史
研
究
」
ニ
ニ
六
頁
）

北
条
氏
の
東
慶
寺
領
禁
令
に
お
い
て
は
、
百
姓
が
主
取
り
を
す
る
こ
と
、
百
姓
が
主
体
と
な
っ
て
主
取
り
を
す
る
こ
と
ー
そ
の
よ
う

な
主
従
契
約
を
禁
止
し
て
い
る
点
に
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
百
姓
が
主
体
と
な
っ
て
締
結
す
る
主
従
契
約
を
武
士
身
分
へ
の
上
昇
の
問

題
と
し
て
概
括
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
理
論
上
不
当
で
あ
る
。
武
士
身
分
へ
の
上
昇
を
意
味
す
る
よ
う
な
主
従
契
約
と
い
う
意
味
に
尽
き

公
契
約
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、

故
に
、
戦
国
大
名
は
、
こ
れ
を
厳
格
に
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。

義
の
雇
傭
法
か
ら
自
由
な
労
働
契
約
へ
の
歴
史
的
関
連
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
、

展
の
動
向
は
、
戦
国
大
名
以
降
の
権
力
体
制
に
よ
り
阻
止
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
物
質
主
義
の
雇
傭
法
、
自
己
賃
貸
借
が
雇
傭
契
約
の
起
源
で
あ
る
と
い
っ
た
雇
傭
法
は
、
他
の
東
洋
の
諸
法
に
お
け

る
と
同
じ
く
、

日
本
法
の
歴
史
に
お
い
て
も
根
強
く
の
こ
り
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
自
己
賃
貸
借
は
、

お
い
て
、
自
己
と
自
己
の
労
務
を
貸
す
と
い
う
注
目
す
べ
き
分
化
を
と
げ
て
お
り
、
自
己
の
労
務
に
限
定
し
て
賃
貸
す
る
と
い
う
債
権
法

近
世
人
身
売
買
再
論

か
か
る
自
由
な
奉
公
契
約
の
蔓
延
が
、
民
衆
層
の
自
治
組
織
結
成
と
深
い
関
連
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が

か
く
考
察
す
る
な
ら
ば
、
右
の
史
料
は
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
人
格
主

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

（七一――――ー）

か
か
る
発

唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
推
定
さ
れ
る
。



理
由
が
存
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る
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上
の
自
由
契
約
へ
の
発
展
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、

れ
ず
、
自
己
賃
貸
借
は
、
自
己
自
身
を
貸
す
と
い
う
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
自
己
の
人
格
そ
の
も
の
を
物
の
賃
貸
借
と
同
一
の
関
係

に
投
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
を
債
務
奴
隷
と
し
て
売
却
す
る
こ
と
で
あ
り
、
実
質
は
人
身
売
買
で
あ
る
。
か
か
る
性
格
の
自
己
賃

貸
借
に
こ
そ
、
仮
装
的
雇
傭
契
約
|
|
＇
奉
公
契
約
の
仮
装
の
由
来
す
る
根
源
が
あ
る
の
で
あ
り
（
奉
公
契
約
の
仮
装
は
、
か
か
る
自
己
賃
貸
借

の
類
型
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
）
、

盛
行
す
る
必
然
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、

る
よ
う
に
、
人
格
主
義
の
雇
傭
法
で
は
な
く
し
て
物
質
主
義
の
雇
傭
法
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
板
倉
氏
新
式
目
が
、
人
身
売
買
禁
制
の
附
記
と
し
て
］
例
外
と
し
て
|
|
＇
遊
女
奉
公
（
女
子
の
人
身
売
買
）

を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
仮
装
的
雇
傭
契
約
、
す
な
わ
ち
、
奉
公
契
約
の
仮
装
の
類
型
に
即
し
て
人
身
売
買
を
例
外
と
し
て
公
認
す
る
意

図
|
—
自
己
賃
貸
借
の
類
型
と
し
て
の
人
身
売
買
の
規
制
の
意
図
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
板
倉

氏
新
式
目
の
条
文
は
、
人
身
売
買
禁
制
と
そ
の
例
外
規
定
と
い
う
（
仮
装
的
麗
傭
契
約

l
自
己
賃
貸
借
の
類
型
に
即
し
て
の
人
身
売
買
の
認
定
）

東
洋
の
諸
法
に
共
通
の
体
系
を
あ
ら
わ
す
こ
と
と
な
る
。
近
世
の
人
身
売
買
の
禁
制
が
極
め
て
不
徹
底
で
斯
購
的
で
あ
る
と
い
う
当
然
の

古
代
中
国
法
に
お
い
て
も
、
人
身
売
買
は
禁
止
さ
れ
、
良
人
の
妻
妾
子
女
の
典
雇
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

良
人
の
自
身
典
雇
（
自
己
質
入
・
自
己
賃
貸
）
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

人
質
に
関
す
る
資
料
が
比
較
的
多
く
、

自
由
と
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、

関
法

こ
こ
に
、
人
身
売
買
の
禁
令
を
骨
抜
き
に
す
る
方
法
と
し
て
、
か
か
る
意
味
の
自
己
賃
貸
借
が

か
か
る
仮
装
的
雇
傭
契
約
ー
奉
公
契
約
の
仮
装
は
、
右
に
論
証
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ

そ
の
な
か
で
も
、
自
ら
債
権
者
の
奴
隷
と
な
り
、
労
働
で
債
務
を
代
還
し
て
し
ま
え
ば
ふ
た
た
び

ゲ
ル
マ
ン
部
族
法
に
い
わ
ゆ
る
労
働
消
却
債
奴
制

(
a
b
d
i
e
n
e
n
d
e
S
c
h
u
l
d
k
n
e
c
h
t
s
c
h
a
f
t
)

の
関
係

仁
井
田
陸
氏
は
「
漢
魏
六
朝
時
代
の
担
保
と
し
て
は
、

ロ
ー
マ
法
以
外
の
諸
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
分
化
は
み
ら

一
八

（
七
三
四
）



か
か
る
文
言
は
、
飯
盛
奉
公
証
文
、

一九

れ
て
い
る
。
石
井
良
助
氏
は
、

さ
れ
て
い
る
が
、

資
料
が
多
い
。
史
籍
に
は
、
父
母
な
ど
の
葬
送
費
を
借
り
、
そ
の
代
還
の
た
め
に
債
奴
と
な
る
こ
と
は
、
孝
義
と
し
て
、
少
か
ら
ず
載
録

お
そ
ら
く
は
、
父
母
な
ど
の
葬
送
費
に
限
ら
ず
、
債
務
の
た
め
に
人
質
と
な
り
、
債
権
者
の
支
配
の
も
と
に
、
惨
溜
た

ロ
ー
マ
法
の
如
き
自
己
と
自
己
の
労
務
を
貸
す
と
い
っ
た
分
化
を
示
す
自
己
賃
貸
借
で
は
な
く
し
て
、
自
己
自
身
を
貸
す
と
い
っ
た
意

味
に
尽
き
る
中
国
法
の
良
人
の
自
身
典
雇
は
、

ま
さ
に
自
己
自
身
を
債
奴
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、

ゲ
ル
マ
ン
部
族
法
の
労
働
消
却
制
と
の

比
較
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
困
難
で
あ
り
、
容
易
に
元
の
身
分
に
か
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
実
質
的
に
は
債
奴
と
し
て
の

自
己
売
却
で
あ
り
、

そ
こ
に
「
惨
溜
た
る
労
働
を
も
っ
て
、
代
還
の
責
任
を
負
う
」
こ
と
の
真
の
意
味
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
良
人
の
自

身
典
雇
は
、
む
し
ろ
、
人
身
の
売
買
を
目
的
と
す
る
奉
公
契
約
の
仮
装
（
自
己
賃
貸
借
）
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

約
た
る
自
己
賃
貸
借
の
本
質
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、

と
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、

そ
の
よ
う
な
良

人
の
自
身
典
雇
は
、
父
母
な
ど
の
葬
送
費
を
借
り
る
た
め
と
い
う
孝
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
深
い
接
合
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
孝
義

ロ
ー
マ
法
の
自
己
賃
貸
借
と
対
蹄
的
な
・
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
仮
装
的
属
傭
契

日
本
近
世
の
遊
女
奉
公
請
状
の
雛
型
に
は
、
板
倉
氏
新
式
目
の
其
身
合
点
よ
り
の
系
譜
を
ひ
く
と
こ
ろ
の
女
子
得
心
の
文
言
が
特
記
さ

（
「
古
法
制
雑
考
（
三
）
」
）
。

こ
の
点
に
つ
い
て
「
女
子
の
同
意
を
要
件
と
し
て
居
る
事
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

洗
濯
下
女
奉
公
証
文
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
自
己
賃
貸
借
の
系
譜
に
あ

る
奉
公
契
約
1

物
質
主
義
の
雇
傭
法
ー
ー
＇
で
あ
り
、
遊
女
奉
公
す
な
わ
ち
実
質
的
に
は
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
奉
公
契
約
の
仮
装

（
自
己
自
身
の
人
格
の
賃
貸
借
ー
ー
物
の
賃
貸
借
と
同
一
法
概
念
と
し
て
の
薦
傭
）
と
い
う
性
格
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
世
人
身
売
買
再
論

る
労
働
を
も
っ
て
、
代
還
の
責
任
を
負
う
こ
と
は
、
当
時
に
お
い
て
は
、

（
七
三
五
）

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
接
合
し
た
自
身
典
雇
‘
に
こ
そ
、

（
「
中
国
法
制
史
研
究
・
土
地
法
取
引
法
」
四
七
八
頁
）
。

め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る



りヽ

こ
れ
が
「
身
曳
」
で
あ
る
。

第
二
七
巻
第
五
号

（
法
上
の
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
）

女
子
得
心
の
女
子
が
成
年
者
で
あ
る
場
合
も
あ
る
し
、
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
未
成
年
の
女
子
に
つ
い
て
も
な
お
女
子
得
心

の
文
言
が
要
件
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
遊
女
奉
公
1

例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
人
身
売
買
の
類
型
が
、
奉
公
人
之
作
法

ー
自
己
賃
貸
借
（
奉
公
契
約
の
仮
装
）
の
類
型
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
幕
藩
法
が
如
何
に
厳
格
に
要
請
し
て
い
た
か
を
示
す
一
の
証
拠
で
あ

か
か
る
自
己
賃
貸
借
と
し
て
の
遊
女
奉
公
が
孝
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
深
く
接
合
し
て
い
た
こ
と
は
、
牧
英
正
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
史
料

に
よ
り
明
証
さ
れ
る
。
こ
の
接
合
の
存
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
自
己
の
労
務
の
賃
貸
借
と
い
っ
た
分
化
の
生
ず
る
こ
と
は
、
絶
対
に
不
可

能
で
あ
る
。

自
由
人
の
人
身
売
買
禁
制
の
例
外
と
し
て
の
自
己
賃
貸
借
ー
_
—
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
仮
装
的
奉
公
契
約
の
事
実
は
、
中
世
に
ま
で

遡
及
す
る
。

石
井
良
助
氏
は
「
鎌
倉
時
代
に
於
て
は
、
奴
婢
を
も
含
め
て
、
人
身
の
売
買
を
禁
止
し
た
」

と
の
べ
ら
れ
る
（
「
中
世
人
身
法
制
雑
考
」
|
|
「
法
学
協
会
雑
論
」
五
六
巻
八
号
一

0
三
頁
）
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
賃
貸
借
ー
自
己
が
債
奴
と
な
る
と
い
う
奉
公
契
約
を
仮
装
し
た
人
身
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

こ
の
身
曳
に
つ
い
て
、

云
ふ
の
は
、
自
己
の
身
を
相
手
方
に
進
め
る
と
云
ふ
義
で
、
我
と
我
が
身
を
相
手
方
の
支
配
の
下
に
置
き
、

を
意
味
す
る
。
身
売
の
結
果
と
し
て
行
は
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
然
し
、
身
曳
の
原
因
は
必
ず
し
も
身
売
の
み
に
限
ら
れ
て
居
な
い
。
原

因
の
如
何
を
問
は
ず
、
自
己
の
身
を
相
手
方
に
曳
進
め
る
行
為
は
総
て
身
曳
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
中
世
人
身
法

る。

石
井
良
助
氏
は
「
人
身
売
買
と
よ
く
似
て
、
然
も
之
と
区
別
せ
ら
る
べ
き
も
の
に
『
身
曳
』
が
あ
る
。
身
曳
と

関
法

二
0

そ
の
所
従
被
官
と
な
る
行
為

（七一＿一六）



右
馬
五
郎
男
自
身
引
文
之
事

合
陣
石
壱
斗
三
升
者
、

右
伴
出
挙
米
ハ
、
父
又
五
郎
給
わ
り

□ゆ
へ
に
、
こ
の
陣
石
壱
斗
三
升
の
か
た
に
、
あ
さ
な
つ
る
法
師
童
、
生
年
十
六
口
に
な
り
候
を
、

杉
原
松
成
慈
円
に
、
永
代
身
を
引
ま
い
ら
せ
候
所
、
在
地
明
白
な
り
、
但
何
な
る
』
畑
i
i家
正
の
御
領
に
候
と
も
、

(
5
5
こ
の
状
を
も
っ

て
、
御
沙
汰
あ
る
へ
＜
候
も
の
な
り
、
初
為
後
日
沙
汰
証
文
状
如
件
、

応
永
十
七
年
七
月
廿
七
日

こ
の
身
曳
状
は
、
本
人
が
署
名
し
『
永
代
身
を
引
ま
い
ら
せ
候
』
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

い
は
永
代
自
己
質
入
）
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
身
売
買
の
禁
制
の
例
外
と
し
て
の
身
曳
ー
自
己
賃
貸
借
の
方
式
で
行
わ
れ
る

自
己
売
却
で
あ
る
。
年
貢
公
事
不
納
の
為
の
身
曳
状
を
、
石
井
良
助
氏
は
、
大
光
寺
文
書
二
よ
り
指
示
さ
れ
る
。

近
世
人
身
売
買
再
論

申
請
出
挙
米
事
、

債
務
者
が
自
己
自
身
を
永
代
賃
貸
（
あ
る

身
曳
が
身
売
す
な
わ
ち
自
己
売
却
を
も
包
括
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
は
、
身
曳
が
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
手
段
で
も
あ
る
こ
と
を
明

証
し
て
い
る
。
石
井
良
助
氏
が
身
売
の
結
果
と
し
て
の
身
曳
の
例
と
し
て
沙
石
集
巻
第
六
下
十
六
『
身
売
母
養
事
』
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
よ
り
し
て
、
そ
の
身
売
が
孝
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
深
く
接
合
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
務
の
弁
済
と
し
て
の

債
務
者
の
身
曳
状
！
—
_
室
町
時
代
末
期
ー
の
実
例
を
、
石
井
氏
は
、
阿
波
国
徴
古
雑
抄
―
一
六
頁
所
収
那
賀
郡
橘
浦
八
幡
宮
文
書
に
指

示
さ
れ
る
。

制
雑
考
」

1

「
法
学
協
会
雑
誌
」
五
六
巻
九
号
、
五
五
頁
）
。

杉
原

□□
口
又
五
郎
の
子
法
師
童
（
花
押
）

（
七
三
七
）



第
二
七
号
第
五
巻

合
壱
人
定
、
字
右
馬
五
郎
男
、
生
年
廿
五
歳
也
、

か
か
る
起
請
文
の
形
式
の
身
曳
状
は
、

本
人
得
心
の
強
固
な
る
こ
と

右
件
子
細
者
、
大
光
寺
百
姓
地
を
給
候
て
、
御
年
貢
依
不
弁
済
仕
候
、
我
身
を
永
代
御
寺
引
申
候
所
実
也
、
於
自
今
以
後
者
、
大
光

寺
常
住
可
為
御
下
部
候
、
向
後
者
、
御
ゆ
る
し
な
く
候
て
、
何
な
る
権
門
高
家
神
社
仏
寺
御
領
内
罷
入
候
と
も
、
如
此
状
御
沙
汰
候

一
事
一
言
子
細
を
不
可
申
候
、
若
又
背
御
寺
候
て
、
ふ
け
う
を
仕
候
者
、

上
奉
始
梵
天
帝
尺
、
当
山
地
神
、
伊
勢
天
照
大
神
宮
、
巨
〔
田
〕
八
幡
大
井
、
熊
野
三
山
大
権
現
、
妻
満
五
社
大
明
神
、
惣
日
本
六

十
余
州
大
小
神
祇
御
罰
、
宗
右
馬
五
郎
男
八
万
四
千
如
毛
穴
可
蒙
羅
候
俯
為
、
後
日
沙
汰
起
請
文
井
引
文
之
状
如
件
、

文
和
二
二
年
正
月
廿
五
日

我
身
を
永
代
大
光
寺
の
下
部
ー
|
'
債
奴
と
し
て
賃
貸
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
自
己
賃
貸
借
—
|
、
身
曳
の

典
型
で
あ
る
。

ー
近
世
に
お
け
る
如
く
人
請
契
約
を
混
入
せ
し
め
て
、
人
主
請
人
が
保
証
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
本
人
そ
の
も
の
が
自
己
賃
貸
借
と

い
う
得
心
の
意
思
を
純
粋
に
表
示
す
る
意
義
を
明
示
し
て
い
る
。
か
か
る
確
乎
た
る
本
人
得
心
を
根
拠
と
し
て
奉
公
契
約
が
仮
装
せ
し
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
板
倉
氏
新
式
目
の
、
あ
る
い
は
遊
女
奉
公
人
請
状
の
前
史
に
、
中
世
に
ま
で
遡
及
し
う
る
よ
う
な
歴
史
的
過
程
が
存

す
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
最
近
公
表
さ
れ
た
近
世
の
雇
傭
契
約
に
関
す
る
篤
実
な
研
究
と
し
て
、
吉
田
正
志
氏
の
「
近
世
雇

傭
法
の
構
造
と
そ
の
史
的
展
開
過
程
序
説
け
、
⇔
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
吉
田
氏
の
右
論
文
は
、
遊
女
奉
公
が
人
身
売
買
を
目

的
と
す
る
奉
公
契
約
の
仮
装
ー
仮
装
的
雇
傭
契
約
ー
ー
ー
で
あ
る
と
い
う
そ
の
仮
装
の
意
義
（
そ
れ
は
既
に
く
り
か
え
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に

雇
傭
契
約
の
一
の
起
源
と
し
て
の
自
己
賃
貸
借
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
物
質
主
義
の
雇
傭
法
の
系
譜
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
）
を
~
~
さ
れ
て

い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
理
論
上
重
大
な
欠
陥
を
暴
露
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

む
時
、

関
法

中
国
法
上
の
良
人
の
自
身
典
雇
と
同
一
で
あ
る
。

右
馬
五
郎
〔
略
押
〕

（
七
三
八
）



「
金
銭
の
授
受
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
身
も
し
く
は
労
働
力
に
対
す
る
対
価
が

支
払
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
身
も
し
く
は
労
働
力
の
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の

契
約
を
『
雇
傭
契
約
』
と
呼
ぶ
。
」
と
の
べ
ら
れ
る
（
同
論
文
、
六
二
頁
）
。
人
身
の
売
買
契
約
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
は
、
人
身
売
買
契
約

で
あ
っ
て
雇
傭
契
約
で
は
な
い
。
吉
田
氏
は
、
同
論
文
註
（
七
五
頁
）
に
お
い
て
、

場
合
は
、
近
代
市
民
法
的
概
念
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
人
身
も
し
く
は
労
働
力
の
有
償
提
供
を
内
容
と
す
る
契
約
す
べ

人
身
売
買
契
約
も
『
雇
傭
契
約
』
に
含
ま
れ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
近
代
法
上

の
雇
傭
契
約
と
は
異
る
か
ら
と
い
っ
て
、
氏
の
い
わ
ゆ
る
『
一
雇
傭
契
約
』
ー
仮
装
の
雇
傭
契
約
で
は
な
く
し
て
真
正
の
雇
傭
契
約

l

な
る
も
の
が
人
身
売
買
契
約
な
る
も
の
を
包
含
す
る
と
な
す
こ
と
は
、
理
論
上
極
め
て
不
当
で
あ
る
。
人
身
売
買
契
約
が
近
代
以
前
に
お

い
て
も
人
身
売
買
契
約
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
真
正
の
雇
傭
契
約
と
同
視
す
る
何
等
の
理
由
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
身
売
買
を

包
含
す
る
『
雇
傭
契
約
』
な
る
概
念
を
前
近
代
を
理
由
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
は
、
恣
意
的
概
念
構
成
と
い
う
他
な
い
。

近
世
の
人
身
売
買
ー
~
遊
女
奉
公
が
女
子
得
心
の
奉
公
契
約
の
仮
装
の
方
式
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
仮
装
の
意
義
を
無
視
し
、
こ
れ

を
真
正
の
奉
公
契
約
ー
ー
上
犀
傭
契
約
と
同
一
の
も
の
と
み
な
す
と
い
う
短
絡
的
思
考
に
も
と
づ
く
概
念
構
成
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
に
、
吉

田
氏
の
い
わ
ゆ
る
『
雇
傭
契
約
』
な
る
も
の
が
誕
生
す
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

的
年
季
奉
公
は
、
普
通
年
季
奉
公
の
例
外
で
さ
え
な
く
、
同
一
の
も
の
と
し
て
包
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
吉
田
氏
の
右
論
文
の
趣
旨
に

お
い
て
は
、
普
通
年
季
奉
公
は
自
由
契
約
へ
の
方
向
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
（
中
田
蒸
氏
の
見
解
と
同
様
で
あ
る
）
、
身
売

的
年
季
奉
公
は
、

か
か
る
自
由
契
約
の
方
向
に
鋭
く
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
自
明
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

を
吉
田
氏
の
『
雇
傭
契
約
』
な
る
概
念
は
、
同
一
の
も
の
と
し
て
包
括
す
る
こ
と
に
な
る
。
吉
田
氏
の
『
雇
傭
契
約
』
は
、
絶
対
矛
盾
的
自

近
世
人
身
売
買
再
論

て
を
『
雇
傭
契
約
』
と
呼
ぶ
。

し
た
が
っ
て
、

吉
田
氏
は
、
近
世
の
雇
傭
契
約
を
定
義
し
て
、

し
た
が
っ
て
、
吉
田
氏
の
『
雇
傭
契
約
』
に
は
身
売

三
か
か
る
相
矛
盾
す
る
奉
公

（
七
三
九
）

「
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
で
『
雇
傭
契
約
』
と
い
う



第
二
七
巻
第
五
号

己
同
一
と
い
う
奇
妙
な
概
念
構
成
と
な
る
。
近
代
法
以
前
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
近
代
法
上
の
雇
傭
契
約
や
売
買
契
約
が
そ
れ
ぞ
れ
の

前
史
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
か
か
る
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
概
念
た
る
『
屑
傭
契
約
』
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に

不
当
で
あ
り
、
恣
意
的
で
あ
る
、

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
か
る
恣
意
的
『
雇
傭
契
約
』
概
念
が
か
り
に
成
立
す
る
理
由
が
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
吉
田
氏
は
、
雇
傭
契
約
の
歴
史
に
お
い
て
（
氏
も
『
扉
傭
契
約
』
な
る
概
念
を
使
用
す
る
以
上
雇
傭
契
約
の
歴
史
の
存
在
ま
で
も
否
定

如
何
な
る
系
譜
に
、
そ
し
て
如
何
な
る
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
か
か
る
考
察
は
、
吉
田
氏
論
文
に
お
い
て
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

板
倉
氏
新
式
目
の
解
釈
に
関
し
て
も
、
吉
田
氏
は
、

の
長
短
の
事
柄
し
か
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
板
倉
氏
新
式
目
で
最
も
重
大
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
奉
公
人
之
作
法
』
に
認
め
ら

れ
る
遊
女
奉
公
ー
人
身
売
買
禁
制
の
例
外
規
定
と
し
て
の
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
奉
公
契
約
の
仮
装
の
問
題
（
従
来
の
学
説
も
か
か
る

仮
装
的
奉
公
契
約
を
雇
傭
契
約
の
歴
史
の
如
何
な
る
段
階
に
位
置
づ
け
る
か
に
苦
慮
し
、

る
）
が
、
吉
田
氏
の
問
題
関
心
か
ら
完
全
に
欠
落
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
法
制
上
に
お
い
て
、
人
身
売
買
を
目
的
と
す
る
養
子
縁
組
の
仮
装
を
む
し
ろ
真
正
の
養
子
縁
組
と
み
な
し
、
養
子
縁
組
と
貸
借
契

約
と
の
二
本
だ
て
の
契
約
を
構
成
す
る
こ
と
を
以
て
人
身
売
買
の
目
的
を
隠
蔽
し
解
体
し
た
こ
と
は
、
既
に
の
べ
た
。

こ
の
よ
う
な
手
法
と
同
様
に
、
稼
業
契
約
と
貸
借
契
約
と
の
二
本
だ
て
の
契
約
を
構
成
す
る
こ
と
を
以
て
、
実
質
的
人
身
売
買
を
隠
蔽

解
体
し
た
の
で
あ
っ
て
、

も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
分
離
せ
し
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、
実
質
的
意
味
に
お
け
る
人
身
売
買
を
温
存
し
た
こ
と
は
、

周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
稼
業
契
約
は
、

す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
）
、

関
法

た
と
え
稼
業
契
約
が
公
序
良
俗
に
よ
る
規
制
を
可
能
と
す
る
と
し
て
も
、
前
者
の
無
効
が
後
者
を
無
効
と
す
る

一
般
の
雇
傭
契
約
と
同
視
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
雇
傭
契
約
に
準
ず
る
も
の
と
認
定

中
田
薫
氏
の
人
法
的
契
約
論
も
か
か
る
苦
慮
の
産
物
な
の
で
あ

ニ
四

（
七
四

0
)

当
然
に
立
証
し
な
け

か
か
る
奇
妙
な
『
雇
傭
契
約
』
概
念
を
前
提
と
し
て
行
う
。
し
た
が
っ
て
、
年
季



と
に
よ
り
、

西
村
信
雄
氏
は
、

さ
れ
て
い
る
。
奉
公
契
約
の
仮
装
の
問
題
は
、
自
由
を
拘
束
す
る
こ
と
も
各
契
約
当
事
者
の
自
由
意
思
で
あ
る
と
い
う
詭
弁
的
論
理
に
よ

っ
て
、
短
絡
的
に
真
正
の
雇
傭
契
約
に
転
移
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

雇
傭
契
約
と
認
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
装
的
雇
傭
契
約
は
、
真
正
の
雇
傭
契
約
に
転
化
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
稼
業
契
約

が
真
正
の
雇
傭
契
約
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
芸
娼
妓
契
約

l
人
身
売
買
契
約
は
、
稼
業
契
約
と
貸
借
契
約
と
の
二
本
だ
て
の
契

約
を
以
て
解
体
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
人
身
売
買
の
目
的
を
隠
蔽
し
、
人
身
売
買
を
温
存
す
る
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
二
本

だ
て
の
契
約
に
よ
る
構
成
そ
の
も
の
が
、
人
身
売
買
を
温
存
す
る
法
論
理
と
な
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
雇
傭
契
約
の
仮
装
の

問
題
を
無
視
し
、
安
易
に
真
正
の
麗
傭
契
約
と
み
な
す
短
絡
的
思
考
方
法
が
か
か
る
法
論
理
に
認
め
ら
れ
る
が
、
既
に
批
判
し
た
吉
田
正

志
氏
の
人
身
売
買
を
普
通
年
季
奉
公
と
共
に
包
含
す
る
『
雇
傭
契
約
』
な
る
概
念
に
も
、
右
述
せ
る
明
治
法
制
上
の
短
絡
的
思
考
方
法
を

以
て
す
る
詭
弁
的
論
理
と
同
一
の
思
考
方
法
が
存
在
す
る
、

「
明
治
五
年
十
月
二
日
附
太
政
官
布
告
第
二
九
五
号
及
び
同
年
十
月
九
日
附
司
法
省
布
達
第
二
二
号
が
芸
娼
妓
の
解

放
を
命
令
し
た
所
以
も
、
従
来
の
芸
娼
妓
の
年
季
奉
公
が
人
身
売
買
の
実
質
を
具
へ
奉
公
人
の
人
身
の
自
由
を
極
度
に
束
縛
せ
る
こ
と
を

ば
人
倫
上
不
当
と
し
た
に
依
る
も
の
で
あ
っ
て
、

芸
娼
妓
稼
業
の
本
質
を
問
う
こ
と
な
く
、

と
断
定
し
て
よ
い
。

必
ず
し
も
芸
娼
妓
等
の
稼
業
自
体
を
不
法
視
し
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
故
に
明
治
七
年

六
月
廿
三
日
附
司
法
省
指
令
は
、
芸
妓
奉
公
に
於
て
も
『
稼
ギ
ノ
タ
メ
月
給
ヲ
取
極
メ
候
モ
ノ
ハ
人
身
売
買
ノ
類
ニ
ア
ラ
ズ
罪
ノ
問
フ
ベ

キ
ナ
シ
』
と
指
示
し
て
ゐ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
前
借
金
契
約
に
つ
い
て
」
一

0
三
二
頁
）
。

『
稼
ギ
ノ
タ
メ
月
給
ヲ
取
極
メ
候
モ
ノ
』
と
い
う
こ
と
を
真
正
の
雇
傭
契
約
と
認
定
し
た
こ

『
人
身
売
買
ノ
類
ニ
ア
ラ
ズ
』
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

仮
装
的
雇
傭
契
約
を
安
易
に
真
正
の
雇
傭
契
約
と
認
定
す
る
と
い
う
短
絡
的
思
考
方
法
が
、

近
世
人
身
売
買
再
論

二
五

か
か
る
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う

（
七
四
一
）

一
般
的
な
雇
傭
契
約
で
は
な
い
と
し
て
も
、
な
お
特
殊
な



払
給
金
」
と
認
定
す
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
が
、

、。＞ヽ 仮
装
の
本
質
、

第
二
七
巻
第
五
号

『
奉
公
人
之
作
法
』
に
奉
公
人
と
同
一
の
法
関
係
を
認
定
し
た
明
治
法
制
の
特
質
を
1

本
人

得
心
を
自
由
意
思
と
い
っ
た
近
代
法
概
念
を
も
っ
て
擬
装
し
て
い
る
が
ー
ー
．
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
奉
公
契
約
の

し
た
が
っ
て
稼
業
契
約
と
貸
借
契
約
の
二
本
だ
て
の
契
約
を
以
て
す
る
仮
装
の
解
体
の
本
質
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
皆

西
村
信
雄
氏
の
如
き
も
、
「
『
稼
業
契
約
』
が
借
金
債
務
の
返
済
方
法
に
関
す
る
特
約
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
債
権
者
た
る
抱
主
は
、

当
該
芸
娼
妓
の
稼
業
に
因
っ
て
生
ず
る
純
益
金
（
即
ち
抱
主
が
収
受
せ
る
『
稼
高
』
か
ら
、

費
・
衣
類
費
等
〕
を
控
除
し
た
残
額
）
が
前
借
金
の
元
利
合
計
額
に
達
す
る
こ
と
を
以
て
満
足
す
べ
き
で
あ
る
。

せ
る
純
益
金
が
前
借
金
の
元
利
合
計
高
に
達
す
る
と
き
は
前
借
金
債
務
が
消
減
す
る
も
の
と
為
す
契
約
が
行
は
れ
て
は
ゐ
る
（
前
掲
『
芸
娼

妓
酌
婦
紹
介
業
に
関
す
る
調
査
』
四
七
頁
に
よ
れ
ば
、
芸
妓
の
中
所
謂
『
分
け
』
と
『
七
三
』
と
は
予
め
稼
業
年
限
を
約
定
せ
ず
、

を
完
済
す
る
と
き
迄
を
稼
業
期
間
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
俗
に
之
を
『
稼
ぎ
抜
け
』
と
称
す
る
由
で
あ
る
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
面
、
稼
業
上
の
収

益
金
の
多
寡
を
問
は
ず
予
め
約
定
せ
る
年
限
の
間
稼
業
に
従
事
し
了
っ
た
と
き
に
始
め
て
前
借
金
債
務
が
消
減
す
る
も
の
」
と
し
、

で
あ
れ
ば
、

ひ
得
る
か
否
か
頗
る
疑
は
し
い
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
前
借
金
契
約
に
つ
い
て

9
」
_
「
民
商
法
雑
誌
」
七
巻
三
号
、
四
二
六
頁
以
下
）
。

西
村
信
雄
氏
の
右
の
見
解
に
お
い
て
、
稼
業
契
約
の
雇
傭
契
約
の
仮
装
た
る
点
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

「
稼
業
上
の
収
益
金
の
多
寡
を
問
は
ず
」
と
い
う
こ
と
が
、

こ
れ
を
「
前
払
給
金
」
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、

「
稼
業
契
約
が
法
律
的
な
意
義
に
お
け
る
『
人
身
売
買
』
に
該
当
す
る
と
云

無
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
と
が
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、

関
法

稼
高
を
以
て
前
借
金

（
七
四
二
）

抱
主
の
負
担
せ
る
諸
種
の
費
用
〔
税
金
・
食
費
・
器
具

実
際
上
も
、

抱
主
の
収
取

そ
う

し
た
が
っ
て
年
季
の
終
了
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
借
金
を
「
前

「
稼
業
上
の
収
益
金
の
多
寡
を
問
は
ず
」
年
季
の
終
了
の
み
を
問
題
と
す
る
見
解
は
、

既
に
嫁
業
契
約
を
真
正
の
麗
傭
契
約
と
認
定
す
る
こ
と
を
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、

か
か
る
前
提
ー
稼
業
上
の
収
益
金
は
当

二
六



徳
川
幕
府
の
人
身
売
買
禁
制
は
、
頗
る
不
徹
底
に
し
て
欺
睛
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

不
徹
底
な
る
欺
睛
的
な
る
（
遊
女
奉
公
ー
女
子
人
身
売
買
を
奉
公
人
之
作
法
に
お
い
て
公
認
し
て
い
る
）
人
身
売
買
禁
制
反
覆
の
理
由

に
つ
い
て
、
牧
英
正
氏
は
、
前
著
「
近
世
日
本
の
人
身
売
買
の
系
譜
」
に
お
い
て
、
安
良
城
盛
昭
氏
の
太
閤
検
地
小
農
自
立
論
ー
封
建

革
命
論
を
基
礎
と
し
、

い
わ
ゆ
る
小
農
自
立
政
策
と
の
対
応
の
関
係
で
近
世
の
人
身
売
買
禁
制
の
特
質
を
把
握
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
し
か

し
、
太
閤
検
地
に
は
、
周
知
の
如
く
、
検
地
帳
に
近
世
被
差
別
身
分
の
源
流
を
示
す
『
か
わ
た
』
身
分
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

か
か
る
検
地
政
策
を
封
建
革
命
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
革
命
的
政
策
と
み
な
す
見
解
を
否
定
す
る
事
実
が
厳
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
牧

英
正
氏
が
基
礎
と
さ
れ
た
安
良
城
理
論
な
る
も
の
が
到
底
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ

ば
、
牧
英
正
氏
の
人
身
売
買
禁
制
に
関
す
る
理
論
も
、
そ
の
根
拠
を
喪
失
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
牧
英

近
世
人
身
売
買
再
論

四

る
反
動
的
性
格
を
内
在
せ
し
め
る
可
能
性
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

然
に
前
借
金
と
因
果
関
係
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
を
分
断
し
て
い
る
ー
_
！
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
前
借
金
に
つ
い
て
「
前
払

給
金
」
な
る
概
念
を
構
成
し
、

そ
れ
を
以
て
稼
業
契
約
を
真
正
の
雇
傭
契
約
と
み
な
す
根
拠
と
な
し
人
身
売
買
の
認
定
を
拒
否
す
る
理
由

と
な
す
こ
と
は
、
明
ら
か
に
論
理
上
の
循
環
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
七

か
く
し
て
、
身
売
的
年
季
奉
公
と
同
様
、
雇
傭
契
約
の
仮
装
の
問
題
を
無
視
し
た
明
治
期
の
稼
業
契
約
・
貸
借
契
約
二
本
だ
て
の
構
想

に
は
、
人
身
売
買
の
目
的
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
反
動
的
法
論
理
の
性
格
を
認
め
う
る
の
で
あ
り
、
吉
田
正
志
氏
の
右
述
せ
る
如
き
仮
装
の

問
題
を
無
視
し
短
絡
的
に
『
雇
傭
契
約
』
概
念
を
形
成
し
た
見
解
に
も
、
右
述
せ
る
理
由
よ
り
し
て
同
様
に
、
人
身
売
買
の
理
解
に
関
す

し
ば
し
ば
く
り
か
え
し
て
発
令
さ
れ
て
い
る
。

（
七
四
一
―
―
)



策
を
と
つ
て
き
た
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
、

第
二
七
巻
第
五
号

売
買
の
禁
止
が
相
互
に
関
連
す
る
政
策
で
あ
る
、

＝ 

諸
奉
公
人
、
侍
の
事
は
申
す
に
及
ば

正
氏
は
、
近
著
「
麗
用
の
歴
史
」
に
お
い
て
、
如
何
に
答
え
ら
れ
て
い
る
か
。
氏
は
、
秀
吉
の
行
っ
た
検
地
、

（
七
四
四
）

刀
狩
、
身
分
の
固
定
、
人

と
し
、
江
戸
幕
府
は
、
当
初
秀
吉
の
政
策
を
踏
襲
し
た
と
考
察
さ
れ
、

「
人
を
売
買
す

る
こ
と
は
、
権
力
に
よ
る
民
衆
の
直
接
把
握
を
侵
害
す
る
。
そ
れ
は
権
力
の
基
礎
を
蚕
食
し
、
基
底
を
崩
壊
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え

に
放
置
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
」
と
の
べ
ら
れ
る
（
同
書
、
九
二
頁
）
。
権
力
に
よ
る
民
衆
の
直
接
把
握
と
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
牧
氏
は
「
幕
府
の
初
期
の
政
策
は
、
小
本
百
姓
を
中
核
と
し
全
剰
余
生
産
を
収
奪
す
る
こ
と
に
あ
り
、
幕
府
は
こ
の
小
農
維
持
の
政

る
も
の
で
あ
る
。

関
法

1
0四
頁
）
。
か
か
る
小
農
維
持
政
策
な
る
も
の
は
、
農
民
土
地
緊
縛
の
権
力
政
策
を

意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
農
民
に
対
す
る
弾
圧
政
策
で
あ
っ
て
、
封
建
革
命
を
内
実
と
す
る
小
農
自
立
の
方
向
と
は
反
対
で
あ

る
。
か
く
し
て
、
牧
氏
は
、
前
著
に
お
け
る
小
農
自
立
を
根
拠
と
し
た
人
身
売
買
禁
制
論
を
放
棄
さ
れ
、
む
し
ろ
、
反
対
に
、
農
民
弾
圧

政
策
の
一
環
と
し
て
近
世
の
皮
相
的
に
し
て
欺
賄
的
な
人
身
売
買
の
禁
制
を
位
置
づ
け
よ
う
と
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
、
既
に
、
人
格
主
義
の
雇
傭
法
の
系
譜
を
ひ
く
と
こ
ろ
の
百
姓
の
自
由
な
主
取
り
と
い
っ
た
自
由
な
奉
公
契

約
の
戦
国
大
名
に
よ
る
禁
止
と
皮
相
的
な
人
身
売
買
の
禁
制
と
が
、
関
連
の
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
奉
公
契
約
に
対
す
る
厳
格
な
関
心
は
、
周
知
の
如
く
秀
吉
の
法
令
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
兵
農
分
離
政
策
と
必
然

的
な
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
天
正
十
四
年
正
月
十
九
日
の
御
法
度
条
々
中
に
は
、

ず
、
中
間
・
小
者
・
あ
ら
し
子
に
至
る
迄
、
其
主
に
暇
を
乞
は
ず
出
づ
る
事
曲
事
二
候
の
間
、
相
抱
ふ
べ
か
ら
ず
、
但
し
前
の
主
二
相
届

た
し
か

け
、
槌
二
合
点
こ
れ
あ
ら
ば
是
非
に
及
ば
ざ
る
こ
と
』
と
あ
り
、
其
主
に
暇
を
乞
う
こ
と
な
き
奉
公
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
百
姓
の
側
か

ら
の
自
由
な
主
取
り
に
対
す
る
禁
止
を
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
主
義
の
雇
傭
法
に
対
す
る
徹
底
せ
る
断
絶
を
意
図
す

ニ
八



文
明
十
年
正
月
廿
八
日

二
九

『
容
置
身
於
富
徳
之
家
』
（
新
篇
追
加
第
七
六
条
）
き
、

人
格
主
義
の
雇
傭
法
は
、
中
世
末
期
以
降
一
般
民
衆
に
ま
で
浸
透
し
、
被
官
契
約
な
る
概
念
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
被
官
契
約
は
、

隷
属
的
な
奉
公
関
係
ま
で
も
包
括
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
石
井
良
助
氏
は
、
通
常
の
主
従
契
約
的
系
統
の
被
官
契
約
と
隷
属
的

な
被
官
契
約
（
「
新
篇
追
加
第
七
六
条
に
所
謂
『
容
置
身
於
富
徳
家
』
＜
契
約
」
石
井
良
助
氏
）
と
に
区
別
さ
れ
、
前
者
の
被
官
契
約
状
と
し
て
楓

軒
文
書
纂
二

0
（
朽
木
八
）
所
収
の
も
の
を
あ
げ
ら
れ
る
。

日
本
国
六
十
余
州
大
小
神
祇
殊
当
庄
河
内
之
大
明
神
針
畑
惣
社
之
御
罰
罷
可
蒙
候
、
然
上
者
、
於
後
日
心
中
不
相
替
、
可
致
奉
公
候
、

此
旨
を
も
つ
て
可
然
様
に
御
両
人
預
御
被
官
者
、
畏
入
可
存
候
、
初
為
後
日
之
状
如
件
、

〔
花
押
〕

こ
れ
に
対
し
て
、
身
曳
ー
物
の
賃
貸
借
と
同
一
法
概
念
と
し
て
の
自
己
賃
貸
借
（
あ
る
い
は
自
己
質
入
）
—
|
．
に
よ
る
被
官
契
約
の

隷
属
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、

そ
の
所
従
と
な
る
場
合
」
を
あ
げ
ら
れ
、
永
正
八
年
の
身
曳
状
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、

「
債
務
の
弁
済
に

代
へ
て
、
債
務
者
（
或
は
そ
の
子
息
等
）
が
債
権
者
に
対
し
て
そ
の
身
を
曳
進
め
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
予
め
、
借
用
証
に
於
て
、
身

曳
を
特
約
し
て
置
く
こ
と
が
あ
る
。
相
良
家
文
書
之
一
、
第
四
二
号
正
和
二
年
八
月
四
日
鎮
西
下
知
状
に
『
右
如
道
心
所
進
了
信
状
者
、

0

0

0

 
0
 
0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

借
用
銭
六
貫
文
不
致
弁
者
、
可
被
進
退
服
仕
之
由
所
見
也
、
初
召
仕
之
』
と
あ
る
が
如
き
、
即
ち
之
で
あ
る
。
そ
の
外
、
賦
引
付
井
徳
政

方
に
掲
げ
た
小
嶋
太
郎
右
衛
門
宗
重
天
文
十
六
年
十
一
月
日
申
状
に
『
右
対
川
崎
与
一
二
十
三
貫
九
百
文
預
遣
候
処
、
依
無
其
調
法
、
捧
一

（
マ
、
）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

行
、
然
者
、
可
為
譜
代
被
官
人
之
由
申
之
、
近
日
者
、
不
能
出
入
之
条
言
語
道
働
也
、
所
詮
彼
代
物
可
渡
付
、
不
然
者
以
被
官
人
筋
目
可

密
如
艇
召
詑
‘
密
翌
鐸
和
知
都
‘
空
叩
喪
掌
廊
赤
販
俯
謹
上
如
件
』
と
あ
る
も
注
目
に
値
す
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
「
中
世
人
身

法
制
雑
考
(
-
―
)
」
|
「
法
学
協
会
雑
誌
」
五
六
巻
九
号
、
五
六
頁
以
下
）
。

近
世
人
身
売
買
再
論

「
飢
饉
の
結
果
、
生
活
に
困
窮
し
て
、
已
を
得
ず
、

（
七
四
五
）



務
の
弁
済
の
た
め
の
身
曳
）
、

る
。
す
な
わ
ち
、
身
曳
の
本
質
に
自
己
自
身
の
賃
貸
と
自
己
の
労
務
の
賃
貸
と
の
分
化
を
示
唆
す
る
の
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
身
曳

状
は
、
被
官
契
約
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
が
、
身
曳
と
い
う
行
為
に
自
己
自
身
の
賃
貸
と
自
己
の
労
務
の
賃
貸
と
が
包
括
さ
れ
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
主
従
契
約
の
系
譜
に
あ
り
被
官
契
約
が
下
部
契
約
と
し
て
の
被
官
契
約
を
含
む
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
事
実
上
の
人

身
売
買
を
意
味
す
る
身
曳
ま
で
も
下
部
契
約
と
し
て
の
被
官
契
約
の
系
譜
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
故
、
石
井
良
助
氏
が
、
新
篇
追
加
第
七
六
条
の
『
容
置
身
於
富
徳
家
』
ぐ
契
約
を
「
人
身
売
買
系
統
の
下
部
契
約
」
た
る
被
官
契
約

（
「
中
世
人
身
法
制
雑
考
(

r

-

)

」
_
「
法
学
協
会
雑
誌
」
五
六
巻
九
号
、
六
二
貝
）
と
し
て
人
身
売
買
を
前
提
と
し
て
下
部
契
約
を
把
握
さ
れ
た
こ

と
に
は
問
題
が
あ
り
、
む
し
ろ
下
部
契
約
と
し
て
の
被
官
契
約
を
前
提
と
し
、

身
曳
が
把
握
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
考
察
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
秀
吉
の
奉
公
契
約
に
対
す
る
厳
格
な
関
心
を
か
か
る
人
格
主
義

の
雇
傭
法
＇
~
被
官
契
約
の
断
絶
の
徹
底
化
の
権
力
政
策
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
、
徳
川
幕
府
の
皮
相
的

検
地
、

欺
腑
的
な
人
身
売
買
禁
制
に
も
ひ
き
つ
が
れ
た
、

と
考
察
し
う
る
。

第
二
七
巻
第
五
号

右
に
紹
介
さ
れ
た
天
文
十
六
年
十
一
月
日
申
状
は
、
譜
代
被
官
人
で
あ
り
な
が
ら
（
債

『
近
日
者
、
不
能
出
入
之
条
言
語
道
働
也
』
と
い
っ
た
被
官
人
の
自
由
な
行
動
が
あ
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い

そ
の
系
譜
に
お
い
て
、
事
実
上
の
人
身
売
買
を
意
味
す
る

刀
狩
、
身
分
の
固
定
、
皮
相
的
欺
腑
的
な
人
身
売
買
禁
制
を
も
っ
て
す
る
被
官
契
約
断
絶
の
徹
底
化
と
い
う
権
力
政
策
は
、
要

す
る
に
農
民
の
自
治
組
織
を
解
体
し
、
他
律
的
な
ラ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
団
体
（
強
制
団
体
）
へ
と
逆
立
ち
せ
し
め
、

漸
く
農
民
の
土
地
緊
縛
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
牧
氏
の
如
く
、

戦
国
大
名
以
降
の
支
配
権
力
が
被
官
契
約
、

自
己
賃
貸
借
を
意
味
す
る
身
曳
状
で
あ
る
が
、

関
法

か
か
る
逆
立
ち
を
通
じ
て

か
か
る
組
織
の
問
題
を
無
視
し
、
皮
相
的
欺
賄
的
な
人
身
売
買

禁
制
を
も
っ
て
直
ち
に
権
力
の
農
民
の
掌
握
を
意
味
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
、
必
ず
し
も
正
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
く
に
人
民
の
側
か
ら
す
る
自
由
な
被
官
契
約
を
断
絶
す
る
こ
と
に
苦
慮
し
て
い
た
こ
と

10 
（
七
四
六
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五

の
注
意
を
も
っ
て
観
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

天
文
十
三
甲
辰

｀
 

四
月
廿
七
日

は
、
次
の
事
柄
に
よ
っ
て
こ
れ
を
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

薫
皮
毛
皮
滑
革
•
以
下
れ
ん
し
や
く
商
人
•
他
国
江
皮
を
致
ー
ー
商
売
と
一
云
々
。
其
所
来
町
人
等
皮
を
持
・
否
事
問
尋
。
荷
物
隠
・
置

者
軋
＞
之
押
置
可
ー
ー
注
進
・
申
↓
但
寄
ー
ー
絆
於
左
右
一
荷
・
物
遣
乱
不
＞
可
＞
申
゜

付
芸
里
先
例
一
故
皮
・
留
之
趣
如
＞
件
。

大
井
掃
部
丞
殿

右
文
書
に
よ
れ
ば
、
か
わ
た
層
に
対
す
る
、
権
門
と
の
被
官
契
約
締
結
の
禁
止
へ
の
厳
格
な
関
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
か
わ
た
層
の
被
官
契
約
締
結
の
動
向
に
対
し
て
、
ま
ず
第
一
に
厳
格
な
関
心
を
有
し
た
こ
と
は
、
被
官
契
約
が
人
民
の

最
下
層
に
ま
で
浸
透
す
る
こ
と
が
、
人
民
の
根
源
か
ら
の
解
放
・
革
命
の
運
動
に
つ
な
が
る
こ
と
を
、
戦
国
大
名
の
権
力
関
心
は
、
細
心

徳
川
幕
府
の
元
禄
十
一
年
の
年
季
制
限
撤
廃
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
、
こ
の
時
期
に
、
農
民
の
自
治
組
織
と
関
連
を
も
ち
う
る
よ
う

な
自
由
な
奉
公
契
約
（
百
姓
主
取
り
）
ー
ー
ー
譜
代
奉
公
・
被
官
契
約
が
完
全
に
息
の
根
を
と
め
ら
れ
、
む
し
ろ
、
普
通
年
季
奉
公
に
1

そ

近
世
人
身
売
再
論

今
川
義
元
朱
印
状
（
七
条
文
書
）

天
文
十
三
年
の
今
川
義
元
朱
印
状
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

或
号
＿
＿
権
・
門
被
官
↓

（
七
四
七
）

不
＞
勤
二
其
役
一
之
類
・
堅
可
二
申



し
か
る
に
、
牧
氏
は
、
近
著
「
麗
用
の
歴
史
」
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
幕
府
は
、
こ
の
時
期
に
初
期
の

小
農
維
持
政
策
を
変
更
し
、
精
農
主
義
に
の
り
か
え
た
と
さ
れ
—
|
.
「
不
安
定
な
小
本
百
姓
に
依
存
す
る
政
策
に
あ
る
程
度
見
切
を
つ
け
、

「
幕
府
の
人
売
買
と
永
年
期
の
禁
止
が
、
幕
府
の
初
期
に
固
守
し
よ
う
と
し
た
本
百
姓
体
制
の
維
持

を
め
ぐ
っ
て
土
地
に
対
す
る
政
策
と
関
連
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
土
地
に
対
す
る
政
策
は
こ
の
と
き
大
き
い
変
化
を

精
農
主
義
に
の
り
か
え
た
」
ー
ー
、

の
理
論
上
不
当
な
る
所
以
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

牧
英
正
氏
は
、

公
許
し
た
が
、
そ
れ
を
再
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
繁
多
の
事
務
を
回
避
す
る
た
め
に
ー
~
譜
代
奉
公
人
の
減
少
と
い
う
事
実
と

あ
い
ま
っ
て
ー
'
l、
年
季
制
限
の
撤
廃
に
ふ
み
き
っ
た
、

あ
る
な
ら
ば
、
元
の
年
季
制
限
に
か
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
程
の
繁
多
な
努
力
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
、
牧
氏
の
見
解

あ
る
。

れ
が
必
ず
し
も
通
説
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
債
権
法
上
の
自
由
契
約
へ
の
発
展
を
示
す
も
の
で
は
な
く
ー
身
売
的
年
季
奉
公
の
性
格

が
浸
透
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
逆
立
ち
的
現
象
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
普
通
年
季
奉
公
の
請
状
が
奉
公
契
約
と
人
請
契
約
の
一
体
化
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、

背
い
た
者
で
な
い
こ
と
等
、
警
察
的
事
項
を
担
保
す
る
点
に
お
い
て
、
そ
の
責
任
は
身
元
保
証
人
の
そ
れ
よ
り
広
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
」
ー
—
「
続
江
戸

時
代
漫
筆
」
ー
ー
と
の
べ
ら
れ
た
よ
う
な
性
格
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
）
。

趨
勢
が
（
そ
れ
は
、
時
代
は
下
る
が
、
元
文
三
年
の
味
舌
上
村
の
『
人
別
宗
旨
御
改
牒
』
に
お
い
て
、
奉
公
関
係
に
『
久
り
』
と
い
う
親
族
関
係
の
断
絶

行
為
を
意
味
す
る
家
父
長
制
観
念
の
準
用
が
認
め
ら
れ
る
事
実
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
）
、

関
法

第
二
七
巻
第
五
号

年
季
制
限
撤
廃
の
圧
力
と
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
の
で

「
近
世
日
本
の
人
身
売
買
の
系
譜
」
に
お
い
て
は
、
延
宝
三
年
水
害
に
よ
る
特
例
と
し
て
人
身
売
買
お
よ
び
永
年
季
を

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
譜
代
奉
公
人
（
永
年
条
奉
公
）
の
減
少
が
全
国
的
現
象
で

そ
し
て
、

か
か
る
普
通
年
季
奉
公
の
反
動
化
の

言

既
に
ふ
れ
た
が
、
人
請
契
約
と
い
う
面
に
石
井
良
助
氏
が
「
本
人
が
切
支
丹
で
な
い
こ
と
、

（
七
四
八
）

公
儀
の
法
律
に



事
実
上
消
減
し
つ
つ
あ
っ
た
譜
代
契
約
に
、
そ
の
禁
止
を
は
ず
す
こ
と
に
よ
り
、

を
託
す
と
い
う
こ
と
は
、
存
続
し
て
い
る
譜
代
契
約
に
そ
の
よ
う
な
意
義
を
託
す
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
が
、

消
減
し
つ
つ
あ
る
譜
代
契
約
に
、

田
畑
を
離
れ
た
百
姓
を
安
定
さ
せ
る
と
い
っ
た
重
大
な
使
命
を
如
何
に
し
て
託
し
う
る
の
か
、
た
と
え

そ
れ
が
便
法
で
あ
る
と
し
て
も
（
重
大
な
使
命
を
も
つ
便
法
で
あ
る
）
、

年
季
制
限
撤
廃
の
問
題
と
農
村
の
体
質
の
変
化
（
い
う
ま
で
も
な
く
都
市
の
体
質
の
変
化
も
関
連
す
る
）
と
関
連
づ
け
ら
れ
た
こ

都
市
・
農
村
の
体
質
の
変
化
と
は
、
自
治
の
喪
失
で
あ
り
、
他
律
的
強
制
団
体
と
し
て
の
都
市
農
村
の
編
成
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し

て
経
済
史
の
問
題
と
し
て
は
江
戸
中
期
以
降
の
農
民
層
の
分
解
が

l
し
た
が
っ
て
雇
用
関
係
の
増
大
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
り
ー
ー
他
律
的
団
体
の
な
か
に
生
成
し
て
き
た
寄
生
地
主
層
は
、
決
し
て
自
由
な
奉
公
関
係
を
形
成
す
る
主
体
と
は
な
ら
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
反
動
的
な
家
父
長
的
な
奉
公
関
係
を
推
進
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ー
ー
し
か
か
る
状
況
の
も
と
に
、

身
売
的
年
季
奉
公
の
盛
行
と
普
通
年
季
奉
公
の
反
動
化
の
傾
向
が
、
顕
在
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
身
売
的
年
季
奉
公
が
年
季
を
限

近
世
人
身
売
買
論

と
は
、
首
肯
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
、

る。 こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
、

し
て
い
た
。
幕
府
は
旧
套
墨
守
を
や
め
た
。
田
畑
の
流
質
を
認
め
れ
ば
、

約
の
禁
止
を
は
ず
す
こ
と
は
田
畑
を
離
れ
た
百
姓
を
安
定
さ
せ
る
便
法
で
も
あ
っ
た
。
か
つ
、
譜
代
は
事
実
上
消
減
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
、

こ
れ
に
よ
り
急
激
な
変
化
の
恐
れ
は
な
い
。
長
年
季
禁
止
を
撤
廃
す
る
法
が
前
述
の
よ
う
に
三
条
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
は
意
味
の
な
い

1
0五
頁
）
。

]
（
七
四
九
）

田
畑
を
失
ふ
百
姓
が
生
ず
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
。
譜
代
契

田
畑
を
離
れ
た
百
姓
を
安
定
さ
せ
る
便
法
た
る
意
義

そ
の
論
述
の
理
論
的
趣
旨
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
の
で
あ



第
二
七
巻
第
五
号

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
遊
女
の
平
均
年
齢
が
、
二
十
二
、
三
歳
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
（
牧
英
正
「
人
身
売
買
」
一
五
一
頁
）
、
年
季
が
お
わ

る
頃
に
は
死
亡
し
て
い
た
と
推
定
し
て
差
支
え
な
い
。
実
質
的
に
は
永
年
季
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

性
格
の
身
売
的
年
季
奉
公
の
盛
行
は
、
寄
生
地
主
制
の
形
成
と
あ
い
ま
っ
て
、
普
通
年
季
奉
公
の
反
動
化
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
っ
た
と

推
定
さ
れ
る
。
解
禁
さ
れ
た
譜
代
契
約
は
、

そ
の
名
称
が
同
じ
で
あ
る
と
し
て
も
、
初
期
の
譜
代
契
約
と
は
そ
の
本
質
を
全
く
異
に
す
る
、

と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
反
動
化
し
た
普
通
年
季
奉
公
の
別
称
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
普
通
年
季
奉
公
の
反
動
化
・
家
父
長

的
奉
公
関
係
へ
の
逆
行
の
趨
勢
を
公
認
す
る
と
こ
ろ
に
、
年
季
制
限
撤
廃
の
本
質
が
あ
る
、

骸
化
し
た
欺
賄
的
人
身
売
買
禁
制
は
、
依
然
と
し
て
固
守
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

と
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
形

牧
正
英
氏
は
、
安
永
六
年
五
月
の
幕
府
の
法
令
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
が
（
「
雇
用
の
歴
史
」

来
在
方
村
々
の
も
の
共
、
耕
作
を
等
閑
二
い
た
し
、
却
て
困
窮
等
の
儀
申
し
立
て
、
奉
公
稼
二
出
候
も
の
多
く
、
所
持
の
田
畑
を
荒
し
置

候
類
こ
れ
有
る
由
相
聞
え
、
不
埓
の
至
二
候
云
々
』
と
あ
り
（
同
様
の
状
況
は
樫
井
村
文
書
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
|
—
宝
永
五
年
正
月
廿

九
日
の
『
相
定
申
堅
約
之
一
札
』
に
は
、

い
の
で
あ
る
。 関

法

『
抑
樫
井
村
大
河
抱
、
過
太
之
修
理
勤
、

な
く
、
殊
二
南
海
道
之
道
端
二
而
諸
役
多
勤
、

徳
ハ
な
く
費
ハ
多
、
稼
共
不
調
、

姓
を
勤
而
、
粉
骨
を
砕
候
事
』
云
々
と
あ
る
ー
ー
）
、

（
七
五

0
)

田
地
＾
田
方
之
畦
二
被
詰
、
尺
寸
之
空
地
も
な
く
、

野
山
の
除
地
も

励
共
不
足
故
、
勇
徒
之
者
ハ
他
国
二
稼
ハ
留
之
居
之
男
女
老
少
共
ー
ー
百

権
力
側
が
年
季
を
制
限
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
と
年
季
制
限
を
撤
廃
せ
ざ
る
を
得
な
い

事
情
と
い
っ
た
矛
盾
す
る
事
態
に
お
い
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
権
力
側
と
し
て
は
、
能
う
限
り
農
民
を
村
方
に
定
着
せ

し
め
た
い
の
で
あ
り
、
年
季
制
限
を
ゆ
る
め
た
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
度
の
貧
困
状
況
に
お
ち
い
っ
た

ラ
イ
ト
ウ
ル
ギ
ー
的
強
制
団
体
と
し
て
の
農
村
は
、
奉
公
出
稼
人
を
輩
出
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
重
圧
こ
そ
が
特
定
の
事
件
を
契
機
と
し

1
0九
頁
）
、
そ
の
法
令
中
に
は
、

『近

「
幕
府
は
旧
套
墨
守
を
や
め
た
」
わ
け
で
は
な

＿四



た
と
は
い
え
、
幕
府
を
し
て
年
季
制
限
の
撤
廃
に
ふ
み
き
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

五

し
か
も
、
右
述
し
た
よ
う
に
、
自
治
を
喪
失
し
た
都
市
農
村
に
、
自
由
な
労
働
契
約
へ
の
展
望
を
有
し
う
る
よ
う
な
普
通
年
季
奉
公
契

約
|
ー
'
年
季
の
長
短
な
り
そ
の
よ
う
な
奉
公
契
約
の
本
質
ま
で
も
測
定
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
ー
|
'
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
は
、
困
難
で

あ
り
、
普
通
年
季
奉
公
の
反
動
化
、
普
通
年
季
奉
公
の
身
売
的
年
季
奉
公
へ
の
接
近
の
動
向
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
端
的
に
証
明
す
る
事
実
は
、
普
通
年
季
奉
公
の
一
種
と
し
て
妾
奉
公
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
認
み
ら
れ

る
。
人
別
帳
に
も
妾
と
い
う
記
載
は
な
く
下
女
と
い
う
記
載
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
妾
の
手
切
証
文
に
は
、
遊
女
奉
公
人
請
状
と
同
様
、

『
当
人
得
心
の
上
』
な
る
文
言
が
あ
り
、
両
者
の
性
格
の
酷
似
ー
人
身
売
買
よ
り
の
系
譜
を
示
唆
す
る
如
き
ー
_
ー
す
る
も
の
が
あ
る
。

妾
奉
公
に
『
安
囲
』
と
い
っ
た
遊
女
奉
公
と
同
質
の
形
態
が
み
ら
れ
る
と
い
う
事
実
を
み
れ
ば
（
大
竹
秀
男
氏
「
『
家
』
と
女
性
の
歴
史
」

八
一
頁
以
下
）
、

か
か
る
安
囲
と
い
っ
た
妾
奉
公
ま
で
も
包
括
し
う
る
下
女
奉
公
—
|
＇
普
通
年
季
奉
公
な
る
も
の
が
如
何
な
る
体
質
を
も

つ
か
は
（
家
父
長
的
体
質
を
有
す
る
奉
公
関
係
と
い
う
側
面
の
存
す
る
こ
と
）
、
既
に
明
白
な
事
柄
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

近
世
人
身
売
買
論

（
七
五
一
）




